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財団法人 資産評価システム研究センターは、適切な地域政策の樹立に資するため、

地域の資産の状況及びその評価の方法に関する調査研究等の事業を実施することを目的

として設立されました。

当評価センターにおける調査研究は、資産評価の基礎理論及び地方公共団体等におけ

る資産評価技法の両面にわたって、毎年度、学識経験者及び自治省並びに地方公共団体

等の関係者をもって構成する資産評価システム、土地、家屋及び償却資産の各部門ごと

の研究委員会において行われ、その成果は、会員である地方公共団体及び関係団体等に

調査研究報告書として配布 し、活用されているところであります。

本年度の土地研究委員会の調査研究テーマは、(1農地 ・山林評価の均衡化 ・適正化に

関する調査研究、(2)標準宅地の鑑定評価価格及び用途地区別の標準宅地の価格形成要因

に関する調査研究の2項 目であります。本報告書は、上記(2)の調査研究に属するもので、

標準宅地の選定状況並びに地価公示等の内容を整理 し、さらに、標準宅地の鑑定評価結

果の分析等をもとに、標準宅地を選定するにあたっての考え方について調査研究を行い

ました。

この程、その調査研究の成果をとりまとめ、ここに、公表する運びとなりました。こ

の機会に、熱心にご研究 ご審議をいただきました委員及び専門員並びに実地調査に当た

り種々ご協力を賜りました地方公共団体の関係者各位に対 し、心から感謝申 し上げます。

なお、当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実及び地方

公共団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方公共団体をはじ

め関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご援助をお願い申し上げます。

最後に、この調査研究事業は、(財)日本船舶振興会の補助金の交付を受けて実施 したも

のであり、改めて深 く感謝の意を表するものであります。

平成7年3月

財団法人 資産評価システム研究センター

理 事 長 渡 辺 功
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Ⅰ.調査研究の目的等

1.目 的

宅地の評価の均衡化 ・適正化を推進するために、平成6年 度の評価替えから、標準宅地について

不動産鑑定士等による鑑定評価が導入された。平成9年 度の評価替えにおいても、引き続き活用 し

ていくことになったが、標準宅地は、主要な街路に路線価を付設する際の拠点となるものであり、

これを選定することによって、基準宅地 との評価の均衡及び標準宅地相互間の評価の均衡を確保す

るとともに、その価格は、各筆の宅地の評価額を算出する基礎となるもので、その役割は重要なも

のである。

また、平成9年 度の評価替えでは、全路線価の公開も予定されており、用途地区の区分から各筆

の評価額の算出までの一連の評価業務においてもより一層の精度が要求 されて くる。

そこで、当研究委員会では、平成5年 度の調査研究事業として、用途地区の区分にあたっての考

え方について調査研究を行ったが、本年度は次のステップとして、標準宅地の選定状況並びに地価

公示等の内容を整理 し、さらに、平成6年 度の標準宅地の鑑定評価結果の分析等をもとに、標準宅

地を選定するにあたっての考え方について調査研究を行った。

2.研 究事項

平成9年 度の評価替えに向けて、平成7年 度を中心に実施される標準宅地の鑑定評価業務をより

適正に行うため各市町村が標準宅地の選定基準等を作成するための参考に資するために、次の各項

目について調査研究を行った。

(1)標 準宅地の選定状況

(2)地 価公示等

(3)標 準宅地の選定にあたっての留意事項
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Ⅱ.調 査結果の概要

1.標 準宅地の選定状況

平成6年 度の評価替えにお ける全国3,236市 町村(東 京都特別区は1市 として算出 した。)の標準

宅地の選定の傾向を、評価方式の適用別、都道府県別等の集計(資 料－1)に よりみ ると次のとお

りである。

(1)評 価方式の適用

宅地の評価方式 として は、市街地宅地評価法 とその他の宅地評価法があるが、市町村の人口規

模別による適用団体数は次の とお りであった。

その他の宅地評価法のみで評価が行われているのは、おおむね人 口5万 人未満の市町村で、そ

れ以上の市 町村で は、 ほとん ど市街地宅地評価法が とりいれ られている。

人 口 区 分 路 そ 路+そ 合 計

5千 人未満 7 599 13 619

5千 人以上 22 802 70 894

1万 人以上 41 520 175 736

2万 人以上 23 126 134 283

3万 人以上 26 40 201 267

5万 人以上 43 6 175 224

10万 人以上 34 1 77 112

20万 人以上 7 0 30 37

30万 人以上 15 0 29 44

50万 人以上 3 0 6 9

100万 人以上 5 0 6

合 計 226 2,094 916 3,236

注)路……… 市街地宅地評価法適用

そ……… その他の宅地評価法適用

路+そ … 市街地宅地評価法+そ の他の宅地評価法適用

－2－
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(2)都 道府県別

都道府県別の集計結果をみると標準宅地は全国で約36万地点あるが、そのうち標準宅地が多い

都道府県、少ない都道府県をみると次のとおりであった。

また、地価公示並びに都道府県地価調査の標準地等との関係をみると、全国平均で両者の合計

地点の約6.1倍 の標準宅地が選定されている。

標準宅地の多い都道府県 標準宅地の少ない都道府県

都道府県名 標準宅地 数

1 北 海 道 19,024

2 愛 知 県 16,399

3 兵 庫 県 16,011

4 福 岡 県 15,456

5 大 阪 府 14,192

都道府県名 標準宅地数

1

沖 縄 県 2,275

2 富 山 県 2,462

3 福 井 県 2,632

4 佐 賀 県 2,874

5 鳥 取 県 3,074

標準宅地/公 示地 ・基準地地点数(全 国)

(1)

標 準 宅 地

(2)

H7公 示 地

(3)

H6基 準 地

(4)

(2)+(3)

(5)

(1)/(4)

359,268 29,932 28,786 58,718 6.1

(3)市 町村区分別

市(東 京都特別区を含む)町 村区分別の標準宅地数をみると次のとお りであり、1団 体あた り

の平均標準宅地数は111地 点であった。

市町村区分 団体数 平均標準宅地数

市 664 343

町 1,992 59

村 580 25

合 計 3,236 111
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(4)人 口規模別

人 口規模別 の標準宅地数 をみ ると次の とお りであ る。人 口1人 あた りの標準宅地数 は平均で

0.0029地 点であった。

人口区分 団体数 平均標準宅地数 地点数/平 均人口

5千 人未満 619 25 0.0079

5千 人以上 894 41 0.0057

1万 人以上 736 65 0.0047

2万 人以上 283 97 0.0040

3万 人以上 267 152 0.0040

5万 人以上 224 225 0.0033

10万人以上 112 356 0.0026

20万 人以上 37 603 0.0024

30万 人以上 44 840 0.0022

50万 人以上 9 1,359 0.0021

100万 人以上 2,655 0.0012

合 計 3,236 111 0.0029

(5)世 帯数別

世帯数別の標準宅地数をまとめてみると次の とお りである。

世帯数区分 団体数 平均標準宅地数

1千 世帯未満 324 19

1千 世帯以上 1,796 47

5千 世帯以上 464 94

1万 世帯以上 307 176

2万 世帯以上 204 269

5万 世帯以上 75 491

10万世帯以上 49 833

20万 世帯以上 5 1,517

30万世帯以上 5 2,132

50万 世帯以上 7 3,010

合 計 3,236 111

－4－
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(6)標 準宅地数区分別団体数

標準宅地数区分別の団体数並びに平均標準宅地数まとめてみると次のとおりである。なお、標

準宅地の用途地区(商 業、住宅、工業、村落)別 の構成割合を()に 示 した。

標準宅地数区分 団体数 平均標準宅地数(商 、住、工、村%)

50未満 1,552 28(4、15、0、81)

50以 上 819 68(6、32、3、59)

100以 上 463 139(9、48、4、39)

200以 上 177 242(10、57、4、29)

300以 上 120 368(11、61、4、24)

500以 上 75 675(12、67、5、16)

1,000以 上 19 1,457(12、63、4、21)

2,000以 上 11 2,799(22、65、5、8)

合 計 3,236 111(10、50、4、36)

2.地 価公示等

土地基本法第16条 で は、 「国は、適正な地価の形成及 び課税の適正化に資するため、土地の正常

な価格を公示す るとともに、公的土地評価について相互の均衡 と適正化が図 られ るようにつ とめる

もの とす る」 と定め られ、固定資産評価 において も、平成6年 度の評価替えよ り、 この趣 旨を踏 ま

え、地価公示価格の7割 程度を目標 に宅地の評価の均衡化 ・適正化を推進す ることとした。そ して、

平成9年 度の評価替えで も引き続 き地価公示価格、都道府県地価調査価格並びに不動産鑑定士等 に

よる標準宅地の鑑定評価が活用され ることとなっている。

そ こで、 ここで はその規準 とな る地価公示並 びに都道府県地価調査(以 下 「地価公示等」 とい

う。)についてその内容をみてみ ることにする。

－5－



(1)地 価公示等の概要

地 価 公 示 都 道 府 県 地 価 調 査

根 拠 法 地価公示法第2条1項

土地鑑定委員会は、総理府令で定める都

市計画区域内の標準地について、毎年1

回、総理府令で定めるところにより、2

人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士

補の鑑定評価を求め、その結果を審査

し、必要な調整を行って、一定の基準日

における当該標準地の単位面積当たりの

正常な価格を判定 し、 これを公示するも

のとする。

国土利用計画法施行令9条1項

都道府県知事は、自然的及び社会的条件

からみて類似の利用価値を有すると認め

られる地域において、土地の利用状況、

環境等が通常と認め られる画地を選定

し、その選定された画地について、毎年

1回 、1人 以上の不動産鑑定士又は不動

産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果

を審査 し、必要な調整を行って、総理府

令で定める一定の基準日における当該画

地の単位面積当たりの標準価格を判定す

るものとする。

実 施 機 関 国土庁土地鑑定委員会 都道府県知事

目 的 ・一般の土地取引の指標

・不動産鑑定士等の土地の鑑定評価の規

準

・公共事業の用に供する土地の取得価格

の算定の規準

・収用する土地に対する補償金の額の算

定の規準

・国土利用計画法による土地取引規制に

おける価格審査の規準

・国土利用計画法に基づ く土地の買取価

格算定の規準

・国土利用計画法による土地取引規制に

おける価格審査の規準

・国土利用計画法に基づく土地の買取価

格算定の規準

基 準 日 各年1月1日 各年7月1日

地 点 数 平成7年30,000地 点

(う ち林 地 を除 く宅地29,932地 点)

平成6年26,000地 点

平成5年20,555地 点

平成4年17,155地 点

平成6年30,000地 点

(う ち林 地を 除 く宅 地28,786地 点)

平成5年30,000地 点

平成4年25,788地 点

－6－



(2)標 準地の種類

地価公示の対象 となる標準地の種類 は次の とお りである。

ア.住 宅 地 市街化区域内の第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域

(以下 「住居地域等」 とい う。)並びに未線引都市計画区域(以 下 「未線引

区域」 とい う。)内において、居住用の建物の敷地の用 に供されて いる土地

をいう。

イ.宅 地 見 込 地 市街化区域内の住居地域等の うち、現 に大部分の土地が農地、採草放牧

地、林地等 と して利用されてお り、かつ、将来 において市街化され ること

が社会的にみて合理的 と認め られ る地域 内の宅地化 されていない土地をい

う。

ウ.商 業 地 市街化 区域内の近隣商業地域及 び商業地域(以 下 「商業地域 等」 とい

う。)並びに未線引区域 内において、商業用の建物の敷地の用に供 されてい

る土地をいう。

エ.準 工 業 地 市街化区域 内の準工業地域内において、居住用若 しくは商業用の建物又

は工場等の敷地の用に供 されている土地をい う。

オ.工 業 地 市街化区域内の工業地域及び工業専用地域(以 下 「工 業地域等 」とい

う。)内において、工場等の敷地の用 に供 されている土地をい う。

カ.調 整区域内宅地 市 街化調整区域 内において、居住用又 は商業用の建物の敷地 と して利用

されている土地をいう。

キ.現 況 林 地 首都圏の近郊整備地帯、近畿圏の近郊整備区域及び中部圏の都市整備区

域内の市街化調整区域内における用途の転換の可能 性を もつ林地をい う。

都道府県地価調査の基準地 も概ね同様であるが、住宅地、商業地、工業地は都市計画区域外で

も選定 され る。

なお、上記種類の うち準工業地(標 準地番号 に7が 冠記されるもの)は 必ず しも工場等の利用

がなされている土地が選定 され るわけではな く、商業用又は居住用の利用がなされている土地に

ついて も選定 され ることに留意す る必要がある。

(3)標 準地の選定要領

地価公示の標準地は、次のよ うな基準 によ り選定 される。(標 準地の選定要領よ り 「宅地」に

ついて抜粋。都道府県の地価調査 も概ね同様である。)

ア.標 準地選定の原則

公示価格が、一般の土地の取引価格に対 して指標を与え、及び鑑定評価を行 う場合等の規準

とされるためには、標準地 その ものが次に掲げ る諸原則にで きる限り合致す るものでなければ

な らない。
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(ア)代 表性の原則 標準地 は、市 町村の区域内において、適切 に分布 し、当該区域全体の地

価水準をできる限 り代表 しうるものであること。

(イ)中 庸性の原則 標準地は、当該近隣地域 内において土地の利用状況、環境、地積、形状

等が中庸の ものであること。

(ウ)安 定 性の原則 標準地は、で きる限 り土地の利用状況が安定 した近隣地域内にあって、

当該近隣地域の一般的用途 に適合 した ものであること。

(エ)確 定性の原則 標準地は、土地登記簿、住居表示、建物、地形等によって明確 に他の土

地 と区別され、かつ、容易 に確認で きるものであること。

イ.標 準地の個別的要因 に関する要件

標準地 は、で きる限 り次に定める接近条件、画地条件等の個別的要因を満たす ものの うちか

ら選定す るもの とす る。

(ア)原 則 として、一方が道路 に接す る画地であること。ただ し、近隣地域の状況に応 じて二方

路の土地、角地等を選定 しうるもの とする。

(イ)画 地の形状 は、で きる限 り長方形の ものであ ること。

(ウ)画 地の面積 は、近隣地域 において標準的な ものであること。

(エ)画 地の用途 は、原則 として、将来相当の期間にわたって安定的な ものであること。ただ し、

用途が移行 しつつある地域 においては、必要 に応 じて移行地を選定 しうるものとす る。

(オ)公 営住宅、公団住宅(分 譲 した ものを除 く。)、市庁舎等公共建物の敷地でないものである

こと。

ウ.標 準地の確定 に関す る要件

標準地は、他の土地 と明確 に区別するため、次に定めるところによ り選定す るものとす る。

(ア)標 準地の所在及 び範囲が、土地登記簿、住居表示、土地区画整理事業 に基づ く仮換地の指

定又 は建物等によ って確定され るものであること。

(イ)建 物等の敷地 として利用されている1筆 の土地又は2筆 以上の一団の土地の全部を対象 と

す ること。ただ し、借地権の付着 している土地の場合 において、借地契約書及び(ア)に よ り、

当該借地権の付着 している土地 と他の土地 とが明確に区別できるときは、1筆 の土地の一部

を対象 とす ることがで きる。

(ウ)土 地登記簿記載の地積 と実際の地積 との差がおおむね20%が 以内の ものであ ること。

(4)官 報公示事項の見方

地価公示等は毎年1回 官報等により公示される。内容は、標準地番号 ・所在及び地番並びに住

居表示 ・1㎡ 当たりの価格等であるが、 これ ら各項 目について、その見方を簡単 にま とめてみ る。

ア.標 準地番号

標準地番号は、その種類 ごとに次のよ うな冠記を した一連番号 により表示され る。
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冠 記 番 号 種 類 記 載 例

な し 住 宅 地 ○○－1

3 宅 地 見 込 地 ○○3－1

5 商 業 地 ○○5－1

7 準 工 業 地 ○○7－1

9 工 業 地 ○○9－1

10 調 整 区 域 内 宅 地 ○○10－1

13 現 況 林 地 ○○13－1

※13は地価公示のみ

○○は市町村名

イ.標 準地の所在及び地番並びに住居表示

土地登記簿による所在、地番が記載される。住居表示がある場合には 「 」内に住居表示が

記載される。また、土地区画整理事業による仮換地の指定を受けた土地の場合には()内 に

その仮換地番号が記載される。

ウ.標 準地の1㎡ 当たり価格

標準地の1㎡ 当たり価格が記載される。表示は上3桁 で4桁 目が四捨五入される。

エ.標 準地の地積

土地登記簿に登記されている地積(土 地区画整理事業の仮換地の指定を受けた土地の場合は

指定地積)が 記載される(1㎡ 未満の端数は切り捨て)。また、標準地の一部が私道となってい

る場合には、その私道部分を含めて全筆の地積が記載される。

オ.標 準地の形状

標準地の形状は、間口と奥行の比(い ずれか短い方を1と した場合のおおよその比)と 標準

地が台形及び不整形の場合(正 方形及び長方形の場合には記載 しない)に はその形状が記載さ

れる。

カ.標 準地の利用現況

標準地が現実に利用している建物の用途及び構造並びに階層(工 場の場合は用途のみ)を 略

号を使って記載されている。

建物の構造の略号 ・鉄 骨鉄 筋 コ ンク リー ト造 SRC

・鉄 筋 コ ンク リー ト造 RC

・鉄 骨 造
S

・ブ ロ ッ ク 造 B

・木 造 W

－9－



キ.標 準地の周辺の土地の利用の現況

地域の特性が、15字 以上22字 以 内(基 準地は32字 以内)で 簡潔に記載 されている(例 、 「中

規模一般住宅が多い区画整然 とした住宅地域」等)。

ク.標 準地の前面道路の状況

前面道路の状況を 「方位」、 「幅員」、 「舗装の状況」、 「道路の種類」及び 「道路の接面状況」

の項 副順に略号で記載 されている。

(ア)方 位については、標準地か らみた主たる道路の接面方位が8方 位 により記載 され る。

(イ)幅 員につ いて は、 「地価公示法施行規則第4条 第2号(標 準地の前面道路の状況)の うち、

道路幅員 について(資 料－2)」 により、おおよその幅員(路 肩か ら路肩まで)が 記載される。

なお、前面が駅前広場 の場合 には、 「幅員」に代わ って 「駅前広場」 と記載される。

(ウ)舗 装の状況は、未舗装の場合のみ記載 され、舗装済みの場合 には記載 されない。

(エ)道 路の種類は次の区分 によ り記載 され る。

a.道 路法の道路……国道、都道府県道、市町村道等

b.土 地区画整理事業施行地 区内の道路(a、cを 除 く)… …区画道路

c.私 人が管理す る道で、いわゆる私道 と称 され るもの……私道

d.そ の他の道……道路

(オ)道 路の接面状況 について は、標準地が2以 上の道路に接す る場合には、主たる道路の状況

のほかに、例えば、東側道、背面道、三方路等 と併記 され る。

ケ.標 準地についての水道、ガス供給施設及 び下水道の整備の状況

(ア)水 道……水道法による水道事業又 は専用水道により供給 されている場合及 び通常の工

事費負担 によって、 これ らの水道か ら供給可能な場合(引 込距離50m以 内)

には、 「水道」 と記載 され る。

(イ)ガ ス……ガス事業法 による一般 ガス事業又は簡易ガス事業によ りガスが供給 されてい

る場合及び通常の工事費負担によって、 これ らのガス事業か らガスの供給が

可能 な場合(引 込距離50m以 内)に は、 「ガス」と記載 され る。

(ウ)下 水……標準地が下水道法に基づ く処理 区域内にある場合、及び処理区域外に存す る

大規模造成地等にある下水道で宅地供給者又 は組合等が一体 と して管理 し、

かっ公共下水道 に接続 し、又 は終末処理場を有 している場合は、 「下水」と

記載 され る。

コ.標 準地の鉄道その他の主要な交通施設 との接近の状況

最寄駅名が記載 される。ただ し、島 しょにあっては、最寄バス停留所名を 「停」を付記 して

記載 される。また、工場敷地で鉄道以外の交通施設が価格形成 に影響を及ぼ している場合 には、

当該施設名が記載 され る。(例:国 道○○号、県道○○線)

距離 は、記載 されてい る駅等か ら標準地までの道路距離が記載 され る。ただ し、50m未 満の
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場合には、 「近接」と記載 される。駅が地下に所在す る場合には当該駅の地上出入 口までの距

離が記載される。なお、 「駅前広場」 に接 している標準地 は 「○○駅前広場接面 」と記載され

る。

サ.標 準地に係る都市計画法 その他法令の制限で主要な もの

次の略号を もって記載 され る。

a.都 市計画区域の区分

市街化区域 記載せず

市街化調整区域 「調区」

線引対象外の都市計画区域 都

そ の 他 「都計外」(基 準地のみ)

b.地 域地区の区分

第一種住居専用地域1住 専(,)

第二種住居専用地域2住 専(,)

住居地域 住 居()

近 隣商業地域 近 商()

商業地域 商 業()

準工業地域 準 工()

工業地域 工 業()

工業専用地域 工 専(,)

高度地区 高 度()

防火地域 防 火

準防火地域 準 防

※(,)は(建 ぺい率,容 積率)、()は(容 積率)を 、高度地区につ いては()

内に都市計画で定 められた高 さの最高限度(最 低限度)をmで 記載する。

3.標 準宅地の選定にあたっての留意事項

標準宅地の選定につ いて固定資産評価基準では、 「宅地の利用状況 を基準 と し、市町村の宅地を

商業地区、住宅地 区、工業地区、観光地区等 に区分 し、さ らに各地区を街路の状況、公共施設等の

接近の状況、家屋の疎密度 その他の宅地の利用上の便等か らみて相当に相違する地域 ごとに区分 し
、

当該地域の主要な街路 に沿接する宅地の うち、奥行、間口、形状等の状況が当該地域において標準

的な ものと認 められ るものを選定す るもの とする。」と定めている。すなわち、

用 途 地 区 の 区 分

状況類似地域の区分

主 要 な街 路 の選 定

標 準 宅 地 の 選 定

とい う手順で選定を行 うこととなる。
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当研究委員会では、平成5年 度の調査研究で用途地区、状況類似地域を区分するにあたっての考

え方をまとめたが、用途地区、状況類似地域の区分は、多数の価格形成要因を整理 し、価格形成要

因の各ウエイ トがおおむね同一性を有する地区、地域に区分することである。そして、標準宅地は

その区分された地域の価格形成要因を具現 したいわゆる 「代表選手」といえることができる。

ここでは、標準宅地の選定にあたっての一般的な留意事項並びに平成6年 度の評価替えに実施さ

れた標準宅地の鑑定評価の分析結果をみながら用途地区別の標準宅地の選定傾向をまとめてみるこ

とにする。

(1)一 般的な留意事項

ア.街 路条件

標準宅地を選定する際の主要な街路は、当該状況類似地域内の標準的なものとされているが、

その際留意すべき事項として、当該街路が建築基準法上の道路か否かということがある。

建築基準法でいう道路 とは次のものをいう(建 築基準法第42条)。

(ア)道路法による道路(都 道府県道、市区町村道等)で 幅員4m以 上のもの。

(イ)都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基

盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による道路

で幅員4m以 上の もの。

(ウ)建築基準法第3章 の規定が適用されるに至った際すでに存在する道路で幅員4m以 上のも

の。

(エ)道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法大都市地域にお

ける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による事業計画のある道路で、2年 以

内に事業執行を予定 している幅員4m以 上の道路で特定行政庁が指定 したもの。

(オ)土地を建築物の敷地として利用するため、(エ)の法律によらないで築造する政令で定める基

準に適合する道で、特定行政庁から位置の指定を受けた幅員4m以 上のもの。

(カ)建築基準法第3章 の適用の際すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未 満の道で、特定行

政庁が指定 したもの(通 称 「2項道路」と呼ばれているもので、道路中心線から2m後 退 し

た線が道路境界線とみなされる)。

都市計画区域内においては、原則、建築物の敷地が上記道路に2m以 上接していなければ建

築ができないため、当該街路が建築基準法上の道路か否かにより、土地の価格が大きく異なる。

そのため、標準宅地を選定する際、接面する街路が上記道路に該当するかについて十分留意す

る必要がある。特に幅員4m未 満の場合には注意を要する。

イ.交 通接近条件

標準宅地は、状況類似地域内において価格事情が標準的で、宅地評価の指標となるものを選

定することが適当であることから、交通接近条件の差異により価格に影響のある地域(例 えば、
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比較的駅 に近 い地域で地域の両端でその差により価格差が認め られ る場合等)で は、なるべ く

影響の中庸な宅地を選定するよ うに心掛 ける必要がある。

ウ.環 境条件

状況類似地域内の標準的な環境条件にある宅地を選定す ることが基本であるが、特 に適正に

時価の評定 にあた って判断を誤 らせる要素のない宅地を選定す るとい う考え方か ら、ガスタン

ク等の危険施設や、下水処理場等の嫌悪施設に近接す る宅地 はなるべ く選定 しないようにす る

必要がある。

エ.行 政的条件

行政的条件の一つに容積率がある。容積率 とは、建築基準法の規定 により定め られた建築物

の延面積の敷地面積 に対す る割合 に関する制限で、店舗の売場面積や事務所の執務面積、住宅

の居住面積等を生み出す延床面積 についての規制のため、建物の高層化が進んでいる地域で は、

その収益性 に大 きな影響を与えることか ら、評価上大切な要因の一つで ある。一般には、容積

率 は都市計画図等に記載 されている容積率(指 定容積率 とい う)を い うが、前面道路の幅員が

狭 い場合 には、その容積率のすべてを使用で きないケースがあることに留意する必要がある。

建築基準法では、前面道路の幅員 による容積率の制限を設けている。 これ は、敷地の前面道

路(2以 上の前面道路があるときは、幅員の最大な もの)の 幅員が12m未 満の場合 は、そのm

数値 に10分 の6(第 一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、特定行政庁が指定す

る区域内では、10分 の4)を 乗 じた もの以下でなければな らない(52条1項)と い う規定で
、

例えば、商業地域で容積率が600%の 敷地で も、前面の道路幅員が6mで あれば、容積率(基

準容積率 という)は360%(6×0.6=3.6)と なって しまう。そのため、高層化の進んだ地

域では、指定容積率がすべて使用できる土地 と比べ価格はかな り低 くなる。容積率は、土地価

格 に与える影響が大 きいことか ら留意が必要である。なお、 この規定には、特定道路 に接続す

る場合の容積率の緩和(52条3項)、 壁面線の指定がある場合の容積率の緩和(52条5項)の 二

つの特例があるので、 このことについて も留意す る必要がある
。

オ.画 地条件

固定資産評価基準解説では、画地計算法でいう奥行価格逓減率が1 .0で あ り、他の各種加算

率、補正率の適用がない宅地及び鑑定評価 において も各種補正率等の適用のない宅地 を目標 に

選定するもの としてい る。実際の宅地の画地条件が極力 この条件に合致 した ものを選定するよ

うに心描けることは当然であるが、 この条件を重視す るあまり、地域要因(街 路条件、交通接

近条件、環境条件、行政的条件)の 標準性を満たさない宅地を選定 しないように留意す る必要

がある。場合 によ っては、想定画地(そ の場所 に標準的な画地を想定す ること)も やむをえな

いケース もあると思われる。なお、角地や不整形地が選定されて も鑑定評価額(個 性価格)に

は反映されるが、標準価格では地域の標準的な画地の価格が求 められ るので問題 はない
。
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カ.地 価公示等 との関係

公的土地評価 について相互の均衡 と適正化が図 られるよ うに努めるもの とする土地基本法第

16条等の趣 旨か ら、状況類似地域 内に地価公示の標準地や都道府県地価調査の基準地が存す る

場合にはなるべ く標準宅地 として採用す ることが望 ま しい。

しか し、 その場合には次の点 に留意す る必要がある。

(ア)地 価公示等の標準地等が、市街地宅地評価法適用地域で は、状況類似地域内標準的な利用

状況 にあ り、かつ、その接面す る路線の標準的な位置、価格水準にあるか。その他の宅地評

価法適用地域では、状況類似地区内における標準的な利用状況 にあるか。

(イ)市 街化調整区域内で は、標準地(標 準地番号 に10が 冠記されるもの)の 建築の規制が どの

よ うになっているか。すなわち、市街化調整区域 は市街化を抑制するために定められて いる

地域であり、建物の建築については条件(都 市計画法43条 ほか)が 定め られているため、条

件の違いにより価格水準が大 きく異なる場合がある。そのため状況類似地域 内の建築の条件

との関係 に留意を要する。

キ.大 規模地

大規模地(周 辺の標準的な画地規模に比べ大規模な画地)は 大 きく次の二つに区分すること

がで きる。

(ア)周 辺の土地利用 と同 じ用途に利用 されているが標準的な画地規模 に比べ大 きな画地(例 え

ば、小規模小売店舗街の大規模 スーパー、一般住宅地域 内のマ ンション用地等)。

(イ)周 辺の土地利用 と異なった利用がなされてお り、かつ、周辺の標準的な画地規模に比べ大

きな画地(例 えば、周辺の開発が進み、取 り残 された住宅地域内の大規模工場地等)。

上記(ア)の ケースで は、当該地を標準宅地 に選定 した場合、規模格差が標準価格にお りこま

れる可能性(一 般 には、規模減価)が あるため、標準宅地 として はなるべ く選定 しない ことが

望ま しい。(イ)のケースで は、先ず、周辺の地域 と同一の状況類似地域 として とらえ ることが適

当かどうかの検討 を行 う必要がある。一般 には、周辺地域 と土地利用形態、価格水準等が異な

る場合が多 く、 当該地 と周辺地域 とは用途地区や状況類似地域を区別 し、当該地を単独で標準

宅地 とす ることが望 ま しい。

ク.ま と め

標準宅地の選定にあたって は、その利用用途、画地規模等が当該状況類似地域の標準的な宅

地を選定す る必要が ある。平成6年 度の評価替えに実施 された標準宅地の鑑定評価をみ ると、

特殊な用途 に利用 している等個別性の強い画地を選定 している場合があった。その画地その も

のの評価額を活用する場合 はよいが、その評価額を もとにその他の街路等の算定をす ることは、

その相互間の価格形成要因の比較が難 しいため、価格の均衡を逸す る恐れがあることを認識 し、

あくまで も地域の路線相互間の価格均衡をとることがで きる標準宅地を選定す るように心掛け

る必要がある。
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(2)用 途地区別の留意事項

都市はその規模、性格等 によ り個別性が強 く、用途地区の区分 と同様 に全国一律の選定基準を

作成す ることは困難で あるが、マ クロ的にみれば各用途地区毎 に共通の価格形成要因の傾向が認

め られ ると考え られ る。

そ こで、平成6年 度の評価替え において実施 された標準宅地の鑑定評価結果を もとに、用途地

区別に道路幅員、都市計画法の用途地域、容積率、鑑定評価の標準的使用、標準 的画地規模、標

準間口 、標準奥行、標準接面関係(大 都市のみ)、対象地接面関係(大 都市のみ)の 各要因 との関

係を クロス集計 によ り分析(資 料－3)を 行い、分析結果を もとに用途地区別の標準宅地の選定

傾向をまとめた。

分析 には大都市(人 口100万 人程度)、中都市(人 口30万 人程度)の 区分を行い、各1市 ずつ サ

ンプルを抽 出 し分析を行 った。

なお、両市 とも家 内工業地区、観光地区については、用途地区の指定がないために分析で きな

か った。

表中で記載 した略号 は次の とお り。

・用途地域

1住 専 …… 第一種住居専用地域

2住 専 …… 第二種住居専用地域

住 居 …… 住居地域

近 商 …… 近隣商業地域

商 業 …… 商業地域

準 工 …… 準工業地域

工 業 …… 工業地域

工 専 …… 工業専用地域

・標準的使用

高 店 …… 高層事務所地、高層店舗地、高層店舗事務所併用地等

中 店 …… 中層事務所地、中層店舗地、中層店舗事務所併用地等

低 店 …… 低層店舗地、低層事務所地等

沿 サ …… 沿道サー ビス施設地等

高店住 …… 高層店舗住宅併用地、中層店舗住宅併用地等

高 住 …… 高層共同住宅地、中層共同住宅地等

低 住 …… 低層住宅地等

流 通 …… 流通業務用地等

工 場 …… 工場地等
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ア.繁 華 街

繁華街 とは、 「都市及びこれ に準ず る市街地的形態を有す る町村 において各種小売 り店舗が

連たんす る著名な商業地あるいは飲食店舗、 レジャー施設等が多い歓楽街など、人通 りの多い

繁華性の高 い中心的な商業地区をいい、主 として容積率の高い地区にあるが、高度商業地区

(Ⅰ、Ⅱ)と 異な り比較的狭い幅員の街路 に中層以下の平均的に小 さい規模の建物が連たん し

ている地区」 と定義 され るが、今回の分析結果を整理 してみ ると次のようになる。

(ア)道 路幅員 おおむね10m～12m程 度を中心に、分布 してお り、高度商業地区に比べ

狭い。飲食街を主 とした盛 り場では、4～8m程 度の幅員 もみ られる。ま

た、中都市でよ くみ られる小売店舗、デパー ト、事務所等が混在する中心

商業地域が繁華街に指定 されている場合には、幅員が広 くなる傾向がある。

(イ)用 途地域 すべて商業地域 に指定されている。

(ウ)容 積 率 大都市では600%の 地区が、中都市では400%の 地区 と比較的高容積率

の地区が指定 されているが、高度商業地区に比べ低い。

(エ)標 準的使用 両都市 とも、 中層の店舗地、中層店舗事務所併用地等が標準的な利用で

ある。

(オ)標 準的画地規模 おおむね200㎡ ～300㎡ 程度中心に分布 しているが、標準的使用が 中層

店舗地の場合 には、500㎡～1,000㎡ 程度の画地規模がみ られ る。

(カ)間 口 おおむね10m～20m程 度を中心に分布 しているが、大都市では中心繁華

街の敷地が短冊状の ものが多 くやや狭い傾向がみ られた。

(キ)奥 行 おおむね20m～30m程 度を中心 に分布 しているが、規模の大 きな敷地で

は30m～50mの 画地 もみ られた。

(ク)接 面 標準画地並びに対象地の接面関係 は、すべて 中間画地であった。
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繁 華 街

上 段:大 都市 下段:中 都市

価 格 形 成 要 因 標 準 的 な 状 況

地 道路幅員

☆
246810121620(m)

☆

域 用途地域

☆

1住 専2住 専 住居 近 商 商業 準 工 工業 工 専

☆

要 容積率

☆
100%200%300%400%500%600%

☆

因 標準的使用

☆

高 店 中店 低店 沿サ 高店住 高住 低住 流通工場
☆

画 標準的画地規模

☆
100200300500100030009000100000(㎡)

☆

地 間 口

☆
1020304050100200(m)

☆

要 奥行

☆
1020304050100200(m)

☆

因 接面関係

☆

中間 角地 一 方 二方 三 方 四方

注)☆ は最頻 値 … … は全 体 の3%以 上― は10%以 上― は20%以 上

の分 布 が あ った ラン ク を示す。
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イ.高 度商業地区

高度商業地区は、今回の固定資産評価基準の改正 により 「高度商業地区Ⅰ 」 と 「高度商業地

区Ⅱ 」とに区分 されたが、その内容 は、

・高度商業地区Ⅰ 都市内の容積率の高い地 区(主 として都市計画法 に定める商業地域内で

おおむね容積率700%以 上の地域)に あって、銀行、商社等の高層(主 と

して8階 建以上)の 大型オフィスビル、店舗が街区を形成 し、かつ 敷地規

模が大 きい地区。

・高度商業地区Ⅱ 大都市にあっては都心又は副都心、地方都市にあ っては都心地域、小都

市 にあ っては中心地域等容積率の高い地区(都 市計画法 に定め る商業地域

内でおおむね容積率600%以 上 の地域)に あ って、中高層(主 として6階

以上)の 百貨店、専門店舗、金融機関等が連たんす る高度小売 り商業地 区、

あるいは中高層の事務所が連 たんす る高度業務地 区。

と定義され るが、今回の分析結果を整理 してみ ると次のよ うになる。

(ア)道 路幅員 大半が20m以 上に分布 している。 これ は、中心部の幹線道路沿いに位

置す る標準宅地が多いためで、一部8～12m程 度の準幹線道路 いに も標

準宅地がみ られる。

(イ)用 途地域 すべて商業地域 に指定 されている。

(ウ)容 積 率600%を 中心 に高容積率の地区が指定 されてい る。特 に大都市では

700%以 上の地区 もあることか ら、高度商業地区1の 区分 も検討で きる。

(エ)標 準的使用 高層事務所地、高層店舗地、高層店舗事務所併用地等が標準的な利用

である。

(オ)標 準的画地規模 おおむね500㎡ ～1,000㎡ 程度を中心に分布 しているが、200㎡～300㎡

程度の画地規模 もみ られ る。

(カ)間 口 おおむね10m～20m程 度を中心 に分布 してい るが、一部30m以 上の画

地 もみ られる。

(キ)奥 行 おおむね20m～30m程 度を中心 に分布 しているが、規模の大 きな敷地

では30m～50m程 度の画地 もみ られた。

(ク)接 面 標準画地 として は中間画地であるが、対象地 には角地、二方路地等 も

み られた。
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高度商業地区

上 段:大 都 市 下段:中 都 市

価 格 形 成 要 因 標 準 的 な 状 況

地 道路幅員

☆
246810121620(m)

☆

域 用途地域

☆

1住 専2住 専 住 居 近 商 商 業 準 工 工業 工 専

☆

要 容積率

☆
100%200%300%400%500%600%

☆

☆因 標準的使用 高店 中店 低店 沿サ 高店住 高住 低住 流通工場

☆

画 標準的画地規模

☆
100200300500100030009000100000(㎡)

☆ ☆

地 間 口

☆
1020304050100200(m)

☆

要 奥行

☆
1020304050100200(m)

☆

因 接面関係

☆

中間 角地 一 方 二 方 三 方 四 方

注)☆ は 最頻値… … は全 体 の3%以 上― は10%以 上― は20%以 上

の分 布が あった ラ ンク を示す。
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ウ.普 通商業地区

普通商業地区 とは、 「都市計画法で定める商業地域(お おむね容積率600%未 満)、近隣商業

地域 内、あるいは、住居地域、準工業地域 内の幹線道路(国 県道等)沿 いに中高層(主 として

5階 建以下)の 店舗、事務所等が連たんする商業地区で、高度商業地区(Ⅰ 、Ⅱ)、繁華街 と比

較 して資本投下量が少ない地 区」 と定義 され るが、今回の分析結果を整理 してみ ると次のよう

になる。

(ア)道 路幅員 おおむね20m以 上が多 くみ られ るが、4m～20m以 上 と幅広 い範囲に分

布がみ られ る。 これ は、普通商業地区の土地利用形態が低層の店舗地か ら

沿道サー ビス施設地等 まで多種 にわた っているためである。

(イ)用 途地域 商業地域、近隣商業地域を中心に、住居地域、準工業地域等にもみ られ

る。

(ウ)容 積 率 400%を 中心に、200%～500%程 度の範囲に分布がみ られる。

(エ)標準的使用 低 ・中層の店舗地、事務所地を標準に、沿道サー ビス施設地、中高層店

舗住宅併用地等 と多種にわたっている。

(オ)標準的画地規模 おおむね200㎡ ～500㎡ 程度を中心に分布 しているが、標準的使用 との

関係か ら500㎡ ～3,000㎡ 程度の画地規模 もみ られる。 中都市で、大規模

画地があるが、 これは、大規模住宅団地内のシ ョッピングセ ンター用地で

あ った。

(カ)間 口 おおむね10m～30m程 度を中心 に多 く分布 している。標準的使用 との関

係で40m以 上の もの もみ られ る。

(キ)奥 行 おおむね10m～30m程 度を中心 に多 く分布 しているが、標準的使用 との

関係で40m以 上の もの もみ られ る。

(ク)接 面 ほ とんど中間画地であるが、一部角地、二方路地がみ られ る。対象地で

は、三方路地、四方路地 もみ られた。
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普通商業地区

上段:大 都市 下 段:中 都市

価 格 形 成 要 因 標 準 的 な 状 況

地 道路幅員

☆
246810121620(m)

☆

域 用途地域

☆

1住専2住 専 住居 近商 商業 準工 工業 工専

☆

要 容積率

☆
100%200%300%400%500%600%

☆

因 標準的使用 ☆高店中店 低店 造サ 高店住 高住 低住 流通工場

☆

画 標準的画地規模

☆
100200300500100030009000100000(㎡)

☆

地 間 口

☆
1020304050100200(m)

☆

要 奥行

☆
1020304050100200(m)

☆

因 接面関係

☆

中間 角 地 一方 二方 三方 四方

注)☆ は最頻 値 …… は全体 の3%以 上― は10%以 上― は20%以 上

の分 布 が あった ラ ン クを示す。
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エ.併用住宅地区

併用住宅地区とは、 「商業地区の周辺部(主 として都市計画法に定める近隣商業地域内)あ

るいは住居地域、準工業地域内の幹線道路(国 県道等)沿 いにあって住宅が混在するが、小規

模の店舗、事務所(低 層利用の建物が多い)が 多い地区」と定義されるが、今回の分析結果を

整理 してみると次のようになる。

(ア)道 路幅員 一部4m未 満を含み
、4m～20m以 上 と広範囲に分布がみ られ る。 これ

は、普通商業地区 と同様 に、その土地利用形態が広範にわたっているため

である。

(イ)用 途地域 住居地域、近隣商業地域を中心に、工業専用地域を除くすべての用途地

域にみられる。

(ウ)容 積 率 200%～300%(中 都市で は300%の 指定がない)の 範囲を中心 に分布

がみ られ る。

(エ)標準的使用 低層店舗地を標準 に、商業系か ら住宅系にかけて多種 にわた っている。

(オ)標準的画地規模 おおむね200㎡ ～500㎡ 程度中心に分布 しているが、標準的使用 との関

係か ら500㎡ ～3,000㎡ 程度の画地規模 もみ られ る。

(カ)間 口 おおむね20m程 度を中心に、10m～30m程 度に多 く分布 している。標準

的使用 との関係で40m以 上の もの もみ られる。

(キ)奥 行 おおむね20m～30m程 度を中心 に多 く分布 しているが、標準的使用 との

関係で40m以 上の もの もみ られ る。

(ク)接 面 ほとん ど中間画地であるが、一部角地、二方路地がみ られ る。対象地で

は、三方路地、四方路地 もみ られた。
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併用住宅地区

上段:大 都市 下段:中 都市

価 格 形 成 要 因 標 準 的 な 状 況

地 道路幅員

☆
246810121620(m)

☆

域 用途地域

☆

1住 専2住 専 住居 近 商 商業 準 工 工 業 工 専

☆

要 容積率

☆
100%200%300%400%500%600%

☆

因 標準的使用

☆

高店 中店 低店 沿サ 高店住 高住 低住 流通工場

☆

画 標準的画地規模

☆
100200300500100030009000100000(㎡)

☆

地 間 口

☆
1020304050100200(m)

☆

要 奥行

☆
1020304050100200(m)

☆

因 接面関係

☆

中間 角地 一 方 二 方 三方 四 方

注)☆ は最 頻値 …… は全 体 の3%以 上― は10%以 上― は20%以 上

の分 布が あ った ラ ンク を示す。
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オ.高 級住宅地区

高級住宅地区 とは、 「敷地が広大で、かつ、平均的にみて、一般住宅よ りも多額の建築費を

要す る住宅の宅地が連続集 中している地区」と定義 されるが、今回の分析結果を整理 してみ る

と次のようになる。

(ア)道 路幅員 6m～10m程 度を中心に分布がみ られ、普通住宅地区に比べ広い傾向が

ある。

(イ)用 途地域 住居地域、第一種住居専用地域 にみ られた。

(ウ)容 積 率 200%を 中心 に、100%以 下 もみ られ る。

(エ)標 準的使用 低層住宅地が標準であるが、大都市で中層の共同住宅等もみられた。 こ

れは、中心部周辺の旧来か ら高級住宅地が相続等のため徐々に用途の移行

がみられるためである。

(オ)標準的画地規模 おおむね300㎡ ～500㎡ 程度中心に分布 しているが、大都市では、標準

的使用 との関係か ら、500㎡を超える画地規模 もみ られ る。

(カ)間 口 おおむね20m程 度に多 く分布 している。

(キ)奥 行 おおむね20m～30m程 度 に多 く分布 している。

(ク)接 面 ほとんど中間画地である。
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高級住宅地区

上段:大 都市 下段:中 都市

価 格 形 成 要 因 標 準 的 な 状 況

地 道路幅員

☆
246810121620(m)

☆

域 用途地域

☆

1住 専2住 専 住居 近 商 商 業 準 工 工 業 工専

☆

要 容積率

☆
100%200%300%400%500%600%

☆

因 標準的使用

☆

高店 中店 低店 沿サ 高店住 高住 低住 流通工場

☆

画 標準的画地規模

☆
100200300500100030009000100000(㎡)

☆

地 間 口

☆
1020304050100200(m)

☆

要 奥行

☆
1020304050100200(m)

☆

因 接面関係

☆

中間 角地 一 方 二 方 三 方 四方

注)☆ は 最頻値… … は全 体 の3%以 上― は10%以 上― は20%以 上
の分布 が あ った ラン ク を示す。
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カ.普 通住宅地区

普通住宅地区 とは、 「主 として都市計画法で定める第一種住居専用地域、第二主住居専用地

域、住居地域及び準工業地域内にあ って、主 として居住用家屋が連続 している地区」 と定義 さ

れるが、今回の分析結果を整理 してみ ると次のようになる。

(ア)道 路幅員 4m～8m程 度を中心 に、4m未 満 も含め幅広い分布がみ られ る。

(イ)用 途地域 住居系(第 一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域)の 用途

地域が大半を 占め るが、商業系、工業系の用途地域 もみ られ る。

(ウ)容 積 率 200%以 下が大半である。

(エ)標 準的使用 低～高層の住宅地が標準であるが、商業的な標準的使用 もみ られ る。 こ

れは、住宅地域か ら商業地域へ と移行 している地域で、その移行の程度に

よ り不動産鑑定評価では移行後の用途に着 目するための理由もあると思わ

れ る。

(オ)標準的画地規模 300㎡ 程度を中心に、おおむね200㎡ ～500㎡ 程度の範囲に分布 してい

るが、500㎡を超え る画地規模 もみ られ る。

(カ)間 口 おおむね10m～20m程 度に多 く分布 している。

(キ)奥 行 お お むね20mを 中心 に、10m～30m程 度 に多 く分布 して い る。

(ク)接 面 ほとんど中間画地であるが、一部角地がみ られ る。対象地では、二方路

地～四方路地 もみ られた。
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普通住宅地区

上 段:大 都 市 下段:中 都市

価 格 形 成 要 因 標 準 的 な 状 況

地 道路幅員

☆
246810121620(m)

☆

域 用途地域

☆

1住 専2住 専 住居 近 商 商 業 準 工 工業 工 専

☆

要 容積率

☆
100%200%300%400%500%600%

☆

因 標準的使用
☆

高店 中店 低店 沿サ 高店住 高住 低住 流通 工場

☆

画 標準的画地規模

☆
100200300500100030009000100000(㎡)

☆

地 間 口

☆
1020304050100200(m)

☆

要 奥行

☆
1020304050100200(m)

☆

因 接面関係

☆

中間 角地 一方 二方 三方 四 方

注)☆ は最頻 値 …… は全体 の3%以 上― は10%以 上― は20%以 上

の分 布 が あった ラ ンク を示 す。
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キ.大 工場地区

大工場地区 とは、 「主 として都市計画法で定める準工業地域、工業地域、工業専用地域 内で

敷地規模が9,000㎡ を超え る工場、倉庫、流通セ ンター、研究開発施設等が集中(3画 地以

上)し ている地区、あるいは単独で3ha以 上の敷地規模のある画地 によって形成 される地 区。

工業団地、流通業務団地等においては、1画 地の平均規模が9,000㎡ 以上の団地は大工場 に該

当す る」 と定義 され るが、今回の分析結果を整理 してみると次のよ うにな る。

(ア)道 路幅員 6m～20m以 上 と幅広 く分布 しているが、おおむね12m以 上が多い。

(イ)用 途地域 工業系(準 工業地域、工業地域、工業専用地域)の 用途が大半である。

(ウ)容 積 率 200%で あ った。

(エ)標準的使用 工場地であった。

(オ)標準的画地規模 おおむね9,000㎡ 以上に分布 しているが、それ以下の もの もみ られ る。

これは、いままでの大工場地区の定義が3,000㎡ を超えると定義 されてい

たためと思われ る。

(カ)間 口 おおむね50m～200m程 度に多 く分布 している。

(キ)奥 行 おおむね100m～200m程 度に多 く分布 している。

(ク)接 面 ほとん ど中間画地であるが、対象地に、角地、三方路地がみ られた。
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大工場地区

上段:大 都市 下段:中 都 市

価 格 形 成 要 因 標 準 的 な 状 況

地 道路幅員
☆☆

246810121620(m)

☆

域 用途地域
☆

1住専2住 専 住居 近商 商業 準工 工業 工専

☆

要 容積率

☆
100%200%300%400%500%600%

☆

因 標準的使用 ☆高店中店 低店 沿サ 高店住 高住 低住 流通工場

☆

画 標準的画地規模 100200300500100030009000100000(㎡)

☆

地 間 口

☆
1020304050100200(m)

☆

要 奥行
☆

1020304050100200(m)

☆

因 接面関係

☆

中間 角地 一 方 二方 三 方 四方

注)☆ は 最頻値 …… は全 体 の3%以 上― は10%以 上― は20%以 上

の分 布が あ った ラン クを示す。

－29－



ク.中 小工場地区

中小工場地区 とは、 「主 として都市計画法で定め る準工業地域、工業地域、工業専用地域内

で敷地規模が9,000㎡ 程度 までの工場、倉庫、流通セ ンター、研究開発施設等が集中 している

地区」 と定義 されるが、今回の分析結果を整理 してみ ると次のようになる。

(ア)道 路幅員 4m程 度～20m以 上 と幅広 く分布 しているが、20m以 上が多い。

(イ)用 途地域 工業系(準 工業地域、工業地域、工業専用地域)の 用途が大半であ る。

(ウ)容 積 率 200%で あ った。

(エ)標準的使用 工場地、流通業務用地を中心に低層住宅地、沿道サー ビス地等 もみ られ

幅広 い用途に指定 されていることが分かる。

(オ)標準的画地規模 おおむね500㎡ ～3,000㎡ に分布 しているが、標準的使用との関係か ら

分布の範囲は広い。また、大工場地区と同様 いままでの規模の定義がやや

小 さいことも影響があると思われる。

(カ)間 口 おおむね10m～200m程 度 と幅広 く分布 し、ば らつきがみ られた。

(キ)奥 行 おおむね20m～50m程 度 に多 く分布 してい るが、ば らつきがみ られ る。

(ク)接 面 ほとんど中間画地であった。

－ 30－



中小工場地区

上段:大 都市 下段:中 都市

価 格 形 成 要 因 標 準 的 な 状 況

地 道路幅員
☆

246810121620(m)

☆

域 用途地域
☆

1住専2住 専 住居 近商 商業 準工 工業 工専

☆

要 容積率

☆
100%200%300%400%500%600%

☆

因 標準的使用 ☆高店 中店 低店 沿サ 高店住 高住 低住流通工場

☆

画 標準的画地規模
☆

100200300500100030009000100000(㎡)

☆

地 間 口

☆
1020304050100200(m)

☆ ☆

要 奥行
☆

1020304050100200(m)

☆

因 接 面関係
☆

中間 角地 一方 二方 三方 四 方

注)☆ は最頻 値… … は全体 の3%以 上― は10%以 上― は20%以 上

の分 布 があ った ラン ク を示 す。
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ま と め

以上、標準宅地を選定するにあたっての留意事項についてまとめてみたが、冒頭にも記 したように、

標準宅地の選定の適否は一連の評価業務の精度を左右すると言っても過言ではない程重要なものであ

る。

平成9年 度の評価替えでは、全路線価の公開が予定されている。公開にあたっては、用途地区の区

分から各筆の宅地の評価額の算定までの一連の評価業務を適正に行いその精度向上に努めることはも

ちろん、評価の過程を明確にし、納税者に対 し十分説明ができるようにすることが大切である。従来

は、どちらかといえば、税務担当者の経験と判断等により評価が行われる傾向があり、その過程が不

明瞭なため納税者への説明や人事異動等による後任への引継に支障をきたすケースがみられた。平成

6年 度の評価替えより標準宅地の鑑定評価が導入され、一つの指標が確立された。 しか し、標準宅地

の選定の前段である用途地区、状況類似地域の区分が適正を欠いていたり、標準宅地そのものの選定

が不適格な場合には、鑑定評価結果を十分に活用できないことともなるので留意する必要がある。

平成9年 度の評価替えにあたって、各市町村では標準宅地の選定の基準を明確にし、適正な選定を

おこない、鑑定評価結果を有効に活用 し、課税の均衡化 ・適正化をより一層推進するよう努めていた

だきたい。
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資料－1平 成等年度標準宅地の集計

－平成6年 度評価替え都道府県別標準宅地数一覧表

都道府県名 商 業 地 区 住宅 地区 工業 地区 村 落 地 区 観 光 地 区

路線 その他 計 路線 その他 計 路線 その他 計 路線 その他 計 路線 その他 計 線路 その他 計

2,071 371 2,442 9,513 2,293 11,806 776 168 944 316 3,416 3,732 70 30 100 12,746 6,278 19,024

318 108 426 1,579 830 2,409 73 48 121 125 1,331 1,456 3 12 15 2,098 2,329 4,427

311 127 438 2,186 552 2,738 91 41 132 156 3,239 3,3953535353 5,746 3,962 6,776,77

607 119 726 4,240 1,044 5,284 209 60 269 636 3,273 3,909 30 22 52 5,722 4,518 10,240

247 124 371 1,296 1,100 2,396 85 40 125 93 2,574 2,667 2 8 10 1,723 3,846 5,569

314 51 365 1,386 257 1,643 99 15 114 27 1,667 1,694 8 15 23 1,834 2,005 3,839

443 127 570 2,449 811 3,260 138 71 209 109 4,092 4,201 25 15 40 3,164 5,116 8,280

453 214 667 2,754 1,797 4,551 42 171 213 8 4,137 4,145 0 2 2 3,257 6,321 9,578

385 218 603 2,154 1,226 3,380 67 117 184 81 3,262 3,343 0 26 26 2,687 4,849 7,536

758 41 799 2,472 436 2,908 193 43 236 302 3,026 3,328 14 6 20 3,739 3,552 7,291

1,109 107 1,216 6,269 1,800 8,069 383 203 586 171 3,608 3,779 0 1 1 7,932 5,719 13,651

1,294 209 1,503 5,918 1,829 7,747 206 98 304 62 4,169 4,231 0 6 6 7,480 6,311 13,791

3,192 0 3,192 8,708 764 9,472 397 9 406 25 505 530 11 1 12 12,333 1,279 13,612

1,337 65 1,402 7,947 510 8,457 550 33 583 163 1,216 1,379 9 8 17 10,006 1,832 11,838

398 213 611 1,403 660 2,063 241 122 363 19 2,916 2,935 1 8 9 2,062 3,919 5,981

159 150 309 222 1,149 1,371 11 181 192 0 575 575 0 15 15 392 2,070 2,462

662 62 724 1,394 585 1,979 70 74 144 277 1,185 1,462 10 5 15 2,413 191 4,324

365 35 400 937 164 110 74 36 110 11 1,003 1,014 0 7 7 1,387 1,245 2,632

426 143 569 612 728 1,340 82 88 170 18 1,397 1,415 0 21 2 1,138 237 3,515

822 75 897 3,741 834 4,575 260 64 324 85 4,937 5,022 33 10 43 494 5,920 1,086

382 145 527 2,003 563 2,566 264 77 34 83 2,538 262 0

11

2,732 3,324 6,056

655 147 802 3,627 1,165 4,792 412 156 568 15 2,540 269 8 36 44 4,853 4,044 889

1,984 26 2,010 8,579 498 9,077 862 85 947 1,474 288 4,355 9

1

10 12,908 349 16,399

715 20 916 3,157 1,344 450 16 106 267 174 4,304 4,478 16 4 20 4,223 5,959 10,182

216 75 29 1,718 513 223 139 112 25 2 223 2,233 1 12 23 2,086 2,943 5,029

514 58 572 223 40 2,632 290 6 35 45 1,516 156 36 2 38 3,116 2,038 5,154

1,704 10 1,714 9,822 644 10,466 1,137 48 1,185 210 617 827 0 0 0 12,873 1,319 14,192

1,213 126 1,339 710 1,432 8,533 486 207 693 94 5,324 5,418 15 13 28 8,909 7,102 1,601

496 15 51 2,455 126 258 89 15 104 799 1,004 1,803 7 5 12 3,846 1,165 501

237 62 299 1,808 354 2,162 102 49 15 167 1,270 1,437 6 0 6 2,320 1,735 4,055

117 2 119 48 209 690 8 29 37 0 2,228 2,228 0 0 0 606 2,468 3,074

209 28 23 1,059 240 1,299 40 35 75 188 289 3,079 4 5 9 1,500 3,199 4,699

524 166 690 2,875 802 367 126 36 162 364 4,609 4,973 7 0

7

3,896 5,613 9,509

870 118 988 4,137 1,019 5,156 338 64 402 132 4,943 5,075

0

0

0

5,477 6,144 11,62

1

384 2 405 2,148 232 2,380 14 24 165 213 2,309 2,522

3

0

3

2,889 2,586 5,475

335 86 42 1,230 344 1,574 6 23 84 24 2,105 2,129

0

0 0 1,650 2,558 4,208

362 33 395 988 330 1,318 72 880 47 3,636 3,683 5 0 51,474 4,007 5,48

1

481 155 636 2,549 992 354 13 7 202 13 3,544 3,557 2 0 23,176 4,762 7,938

314 80 394 1,658 509 216 8 1 92 36 256 2,597 0 0 02,089 316 5,250

1,556 395 195 6,294 2,270 8,564 405 208 613 360 3,953 4,313 10 515 862 5,683 15,456

188 78 266 832 176 1,008 6 19 80 36 1,483 1,519

1

0 11,1181,756 2,874

307

368 198 566 1,565 393

1

,958 42

49 85 60 2,619 2,679 0 0 01,264 3,828 5,092

425 39 464 1,644 32 196 51 350 633 1,643 167 4 8 3 212 1,205 641 7

419 10 526 181 586 239 72 49 12 267 1,916 218 3 0 0 2,569 2,65 85,227

328 24 352 1,635 41 2,048 71 47 5356 3,080 3,436 0 3 32,39 03,524 5,914

247 33 280 804 434 1,238 30 53 526 693 719

3

0 31, 1101,165 2,275

全 県 31,221 5,157 36,378142,252 36,66917,921 9,7173,32 413,04 18,372121,874130,24637 031 268 2191,932167,336359,268
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県
三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県
島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合 計

1704778619901,851364985602,6192,6790001,2643,8285,092

1985661,5653931,9584241833361,9082,2441122,3122,5414,853



都道府県別標準宅地/公 示地/基 準地一覧表

都道府県名
(1)

標 準宅地

(2)

H7公 示 地

(3)

H6基 準地

(4)
(2)+(3)

(5)
(1)/(4)

北海道 19,024 1,570 1,541 3,111 6.1
青森県 4,427 322 465 787 5.6

岩手県 6,708 199 422 621 10.8
宮城県 10,240 662 678 1,340 7.6

秋 田県 5,569 227 424 651 8.6

山形県 3,839 212 377 589 6.5
福島県 8,280 519 703 1,222 6.8

茨城県 9,578 816 813 1,629 5.9

栃木県 7,536 532 548 1,080 7.0

群馬県 7,291 458 571 1,029 7.1

埼玉県 13,651 1,532 893 2,425 5.6

千葉県 13,791 1,439 1,043 2,482 5.6

東京都 13,612 2,904 1,584 4,488 3.0

神奈川県 11,838 2,179 1,054 3,233 3.7

新潟県 5,981 474 682 1,156 5.2

富山県 2,462 273 300 573 4.3

石川県 4,324 254 349 603 7.2

福井県 2,632 149 269 418 6.3

山梨県 3,515 183 358 541 6.5

長野県 10,861 346 667 1,013 10.7

岐阜県 6,066 380 620 1,000 6.1

静岡県 8,897 802 895 1,697 5.2

愛知県 16,399 2,211 1,178 3,389 4.8
三重県 10,182 507 574 1,081 9.4

5,029 404 497 901 5.6

京都府 5,154 719 617 1,336 3.9

大阪府 14,192 1,967 1,039 3,006 4.7

兵庫県 16,011 1,348 1,065 2,413 6.6

奈良県 5,011 480 353 833 6.0

和歌山県 4,055 203 371 574 7.1

鳥取県 3,074 144 230 374 8.2

島根県 4,699 163 325 488 9.6

岡山県 9,509 509 640 1,149 8.3

広島県 11,621 740 760 1,500 7.7

山口県 5,475 367 488 855 6.4

徳島県 4,208 161 321 482 8.7

香川県 5,481 207 299 506 10.8

愛媛県 7,938 297 448 745 10.7

高知県 5,250 172 306 478 11.0

福岡県 15,456 1,076 1,018 2,094 7.4

佐賀県 2,874 150 270 420 6.8

長崎県 5,092 312 574 886 5.7

熊本県 4,853 301 609 910 5.3

大分県 4,177 282 411 693 6.0

宮崎県 5,227 258 307 565 9.3

鹿児島県 5,914 335 536 871 6.8

沖縄県 2,275 187 294 481 4.7

全 県 359,268 29,932 28,786 58,718 6.1

注)公 示地、基準地の共通地点は考慮外
公示地、基準地の林地は除いた地点数

H7公 示地地点数は見込み

－ 36－
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市町村区分別標準宅地数一覧表－

市町村 路 そ 路+そ 合計

市 団体数 121 22 521 664

(特別区を含む) 平均 443 137 329 343

最大 6,312 507 3,119 6,312

最小 44 30 33 30

町 団体数 99 1,509 384 1,992

平均 74 50 88 59

最大 167 241 301 301

最小 11 5 8 5

村 団体数 6 563 11 580

平均 32 24 63 25

最大 54 180 203 203

最小 15 1 14 1

合計 団体数 226 2,094 916 3,236

平均 270 44 225 111

最大 6,312 507 3,119 6,312

最小 11 1 8 1

注)路…… 市街地宅地評価法適崩
そ…… その他の宅地評価法適用

路+そ … ・市街地宅地評価法+そ の他の宅地評価法適用
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人口規模別標準宅地数一覧表－

人口 路 そ 路+そ 合計
5千 人未満 団体数 7 599 13 619

平均 30 24 45 25

最大 45 111 90 111

最小 15 1 14 1

5千 人以上 団体数 22 802 70 894

平均 51 40 51 41

最大 100 194 128 194

最小 12 5 12 5

1万 人以上 団体数 41 520 175 736

平均 66 59 86 65

最大 137 198 301 301

最小 20 6 29 6

2万 人以上 団体数 23 126 134 283

平均 102 80 112 97

最大 209 241 817 817

最小 29 12 20 12

3万 人以上 団体数 26 40 201 267

平均 137 101 164 152

最大 293 214 700 700

最小 11 27 8 8

5万 人以上 団体数 43 6 175 224

平均 170 136 242 225

最大 400 326 619 619

最小 50 65 59 50

10万 人以 上 団体数 34 1 77 112

平均 292 507 383 356

最大 700 507 853 853

最小 81 507 141 81

20万 人以上 団体数 7 0 30 37

平均 553 0 615 603

最大 768 0 1,863 1,863

最小 276 0 128 128

30万 人以 上 団体数 15 0 29 44

平均 720 0 902 840

最大 1,656 0 1,946 1,946

最小 251 0 228 228

50万 人 以上 団体数 3 0 6 9

平均 1,319 0 1,379 1,359

最大 1,600 0 2,525 2,525

最小 788 0 575 575

100万 人以上 団体数 5 0 6 11

平均 3,060 0 2,318 2,655

最大 6,312 0 3,119 6,312

最小 1,216 0 1,813 1,216

合計 団体数 226 2,094 916 3,236

平均 270 44 225 111

最大 6,312 507 3,119 6,312

最小 11 1 8 1

注)路…… 市街地宅地評価法適用
そ…… その他の宅地評価法適用

路+そ … ・市街地宅地評価法+そ の他の宅地評価法適用
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人口別標準宅地数一覧表

人 口 路 そ 路+そ 合計 地点数/人 口

5千 人未満 団体数 7 599 13 619

平均標準宅地数 30 24 45 25

平均人 口 3,332 3,087 4,148 3,112 0.00787

5千 人以上 団体数 22 802 70 894

平均標準宅地数 51 40 51 41

平均人口 7,301 7,249 7,765 7,291 0.00567

1万 人以上 団体数 41 520 175 736

平均標準宅地数 66 59 86 65

平均人口 14,724 13,708 14,611 13,979 0.00468

2万 人以上 団体数 23 126 134 283

平均標準宅地数 102 80 112 97

平均人 口 23,806 23,681 24,859 24,249 0.00399

3万 人以上 団体数 26 40 201 267

平均標準宅地数 137 101 164 152

平均人 口 38,084 35,216 38,955 38,310 0.00397

5万 人以上 団体数 43 6 175 224

平均標準宅地数 170 136 242 225

平均人口 68,458 61,421 69,572 69,140 0.00325

10万 人以 上 団体数 34 1 77 112

平均標準宅地数 292 507 383 356

平均人口 138,055 141,247 136,698 137,150 0.00260

20万 人以 上 団体数 7 0 30 37

平均標準宅地数 553 0 615 603

平均人口 233,953 0 252,482 248,976 0.00242

30万 人以 上 団体数 15 0 29 44

平均標準宅地数 720 0 902 840

平均人口 402,163 0 378,512 386,575 0.00217

50万 人以 上 団体数 3 0 6 9

平均標準宅地数 1,319 0 1,379 1,359

平均人口 650,272 0 655,927 654,042 0.00208

100万 人以上 団体数 5 0 6 11

平均標準宅地数 3,060 0 2,318 2,655

平均人 口 3,312,878 0 1,373,773 2,255,185 0.oon8

合計 団体数 226 2,094 916 3,236

平均標準宅地数 270 44 225 111

平均人 口 159,948 9,405 73,958 38,191 0.00291
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－世帯数別標準宅地数一覧表－

世帯数 路 そ 路+そ 合計
1千 世帯未満 団体数 4 319 1 324

平均 33 19 14 19

最大 45 66 14 66

最小 25 1 14 1

1千 世帯以上 団体数 49 1,542 205 1,796

平均 53 43 69 47

最大 122 198 301 301

最小 12 1 12 1

5千 世帯以上 団体数 43 204 217 464

平均 93 78 110 94

最大 224 241 352 352

最小 29 12 8 8

1万 世帯以上 団体数 37 26 244 307

平均 142 118 188 176

最大 293 326 817 817

最小 11 27 26 11

2万 世帯以上 団体数 47 3 154 204

平均 219 256 285 269

最大 700 507 785 785

最小 50 106 95 50

5万 世帯以上 団体数 24 0 51 75

平均 391 0 538 491

最大 768 0 1,863 1863

最小 159 0 128 128

10万 世帯以上 団体数 14 0 35 49

平均 727 0 875 833

最大 1,656 0 1946 1,946

最小 251 0 228 228

20万 世帯以上 団体数 3 0 2 5

平均 1,319 0 1,814 1,517

最大 1,600 0 2,086 2,086

最小 788 0 1,541 788

30万 世帯以上 団体数 1 0 4 5

平均 1216 0 2,362 2,132

最大 1,216 0 2,525 2,525

最小 1,216 0 2,091 1,216

50万 世帯以上 団体数 4 0 3 7

平均 3,521 0 2,329 3,010

最大 6,312 0 3,119 6,312

最小 2,457 0 1,813 1,813

合計 団体数 226 2,094 916 3,236

平均 270 44 225 111

最大 6,312 507 3,119 6,312

最小 11 1 8 1

注)路…… 市街地宅地評価法適用

そ…… その他の宅地評価法適用
路+そ … 市街地宅地評価法+そ の他の宅地評価法適用
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標準宅地数区分別団体数一覧表－

標準宅地数 路 そ 路+そ 合計
50未 満 団体数 39 1,431 82 1,552

全平均 34 27 36 28

商業地区平均 3 1 3 1

住宅地区平均 20 3 16 4

工業地区平均 2 0 2 0

村落地区平均 10 22 15 22

50以 上 団体数 52 537 230 819

全平均 72 67 71 68

商業地区平均 7 4 6 4

住宅地区平均 50 15 32 22

工業地区平均 5 1 2 2

村落地区平均 10 47 30 40

100以 上 団体数 58 117 288 463

全平均 135 133 142 139

商業地区平均 14 7 13 12

住宅地区平均 87 40 75 67

工業地区平均 8 3 6 5

村落地区平均 26 83 48 54

200以 上 団体数 32 7 138 177

全平均 243 218 244 242

商業地区平均 34 12 24 25

住宅地区平均 165 70 134 137

工業地区平均 15 1 10 10

村落地区平均 29 133 75 69

300以 上 団体数 19 1 100 120

全平均 384 326 365 368

商業地区平均 46 65 37 39

住宅地区平均 288 199 214 226

工業地区平均 14 9 16 16

村落地区平均 37 53 97 87

500以 上 団体数 17 1 57 75

全平均 681 507 676 675

商業地区平均 84 36 85 84

住宅地区平均 483 180 445 450
工業地区平均 38 10 29 31

村落地区平均 76 281 U7 nO

1000以上 団体数 5 0 14 19

全平均 1,476 0 1,450 1,457

商業地区平均 219 0 162 177

住宅地区平均 1,061 0 867 918

工業地区平均 43 0 55 52

村落地区平均 151 0 363 307

2000以上 団体数 4 0 7

11

全平均 3,521 0 2,387 2,799

商業地区平均 1,003 0 393 615

住宅地区平均 2,301 0 1,551 1,824
工業地区平均 192 0 HO 139

村落地区平均 14 0 331 215

合計 団体数 226 2,094 916 3,236

全平均 270 44 225 H1

商業地区平均 43 2 24 11

住宅地区平均 185 9 129 55

工業地区平均 14 1 9 4

村落地区平均 27 33 61 40

注)路…… 市街地宅地評価法適用

そ…… その他の宅地評価法適用
路+そ … 市街地宅地評価法+そ の他の宅地評価法適用
全平均は、観光地区を含むため他の合計 と一致 しない。
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資料－2地 価 公示法施行規則第4条 第2号 の道路幅員について

1.標 記については下図を参考 として当該道路幅員を決定す るものとす る。

2.側 溝の取 り扱 いについて は、下図を参考 として当該道路幅員を決定するもの とする。

3.道 路の広狭の取り扱いについては、下図を参考として当該道路幅員を決定するものとする。●

(道路幅員は、道路としての連続性に着目して判断し、単に画地の●面幅員のみで判断しないこと。下図でいえば●でなく●によるものとする。)

占用●に より独占 的に● 人が
使用している場合は道路幅員
に入れない。

－ 42－



資料－3価 格形成要因分析結果

－道路幅員(大 都市)

用途地区 標準的使用 2m未 満 4m未満 6m未 満 8m未 満 10m未 満 12m未 満 16m未 20m未 満 20m以 上 総計
繁華街 B(中層事務所地等) 0 0 2 0 4 3 0 10

C(低層店舗地等) 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 2 2 0 4 3 0 0 11
高度商業地区A 0 0 0 0 0 44 45

B(中層事務所地等) 0 0 0 0 3 0 5
小計 0 0 0 3 0 0 2 45 50
普通商業地区 A(高層事務所地等) 0

0

0 2 2 3 3 0 24 34
B(中層事務所地等) 0 12 20 2 3 17 56
C(低層事務所地等) 2 7 15 2 7 9 25 68
D(沿道サー ビス施設地等) 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
E(中高層店舗住宅併用地等) 0 0 4 2 3 2 2 28 41
F(中高層共同住宅地等) 0 0 0 0 0 0 0 0
G(低層住宅地等) 0 0 0 0 0 0 0 0
H(流通業務用地等) 0 0 0 0 0 6 7 14

小計 0 2 3 27 39 10 15 18 231
併用住宅地区 A(高層事務所地等) 0 0 0 0 0 0 0 0

B(中層事務所地等) 0 0 0 6 1 2 2 9 20
C(低層店舗地等) 0 0 15 55 52 37 41 20 60 280
D(沿道サー ビス施設地等) 0 0 0 0 2 0 0 25 28
E(中高層店舗住宅併用地等) 0 0 3 13 13 6 4 4 7 50
F(中高層共同住宅地等) 0 1 2 1 1 0 0 6
G(低層住宅地等) 0 2 7 18 3 0 1 0 3 34
H(流通業務用地等) 0 0 3 1 2 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 1
小計 2 29 89 79 45 48 27 107 426
高級住宅地区 E(中高層店舗住宅併用地等) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

F(中高層共同住宅地等) 0 0 1 0 0 1 0 0 2
G(低層住宅地等) 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6

小計 0 0 1 5 1 0 2 0 0 9
普通住宅地区 B(中層事務所地等) 0 0 1 0 0 2 0 3

C(低層店舗地等) 0 0 5 15 4 4 4 3 36
D(沿道サービス施設地等) 0 1 0 0 0 0 2 3 2 8
E(中高層店舗住宅併用地等) 0 0 5 1 0 1 0 0 0 7
F(中高層共同住宅地等) 0 0 5 8 4 0 3 2 22
G(低層住宅地等) 0 137 572 578 48 13 13 1 2 1,364
H(流通業務用地等) 0 0 0 1 0 0 0 0 1

小計 0 138 588 602 57 18 24 7 7 1,441
大工場地区 0 0 1 2 0 1 3 3 10
小計 0 0 0 1 2 0 1 3 3 10
中小工場地区 C(低層店舗地等) 0 0 0 0 0 0 1 1

D(沿道サービス施設地等) 0 0 1 0 0 1 1 12 15
F(中高層共同住宅地等) 0

0

0 0 1 0 0 0 0 1
G(低層住宅地等) 0 0 0 2 2 0 0 0 4
H(流通業務用地等) 0 0 0 1 3 0 5 0 2

0 1 5 5 5 3 4 2 2 27
小計 0 1 5 9 3 10 3 59

0 143 628 735 192 80 103 60 296 2,237

－道路幅員(中 都市)－

用途地区 標準的使用 2m未 満 4m未 満 6m未 満 8m未 満 10m未 満 12m未 満 16m未 満 20m未 満 20 m以 上 総計
B(中層事務所地等) 0 0 0 2 0 1 0

小計 0 2 0 1 0 4
A(高層事務所地等 ) 0 0 0 0 0 0 0 7 7
B(中層事務所地等) 0 0 0 0 0 3

小計 0 0 0 0 0 7 10
B(中層事務所地等) 0 2 2 5 4 0 10 24
C(低層店舗地等) 0 0 1 7 9 3 6 2 4 32
D(沿道 サー ビス施設 地等) 0 0 0 0 0 0 1
E(中高層店舗住宅併用 地等) 0 0 0 0 1 2 0 3
H(流通業務用地等) 0 0 0 0 1 0 0

小計 0 0 3 9 10 9 4 15 61B(中層事務所地等) 0 1 0 0 0 0 0
C(低層店舗地等) 0 1 8 2 11 7 13 19 13 93小計 0 1 9 21

11

7 13 19 13 94
G(低層住宅地等) 0 0 0 0 1 0 0 0 1

小計 0 0 0 1 0 0 0 0 1
G(低層住宅地等) 0 22 132 12 9 16 4 7 1 2 313小計 0 22 132 129 16 4 7 1 2 313

大工場地区 I(工場地等) 0 0 0 2 2 3 6 2 3小計 0 0 0 2 2 3 6 2 3

18

中小工場地区H(流通業務用地等) 0 0 0 1 2 0 1 12 16
0 0 0 1 1 0 0 0 2小計 0 2 3 0 0 1 12 18

合計 0 23 144 164 45 26 37 28 52 519

－ 43－
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－用途地域(大 都市)－

用途地区 標準的使用 1住専 2住専 住 居 近商 商業 準 工 工 業 工専 総計

繁華街 B(中層事務所地等) 0 0 0 10 0 0 0 10

C(低層店舗地等) 0 0 0 0 1 0 1

小計 0 0 0 0 11 0 0

高度商業地区A(高層事務所地等) 0 0 0 0 45 0 0 0 45

B(中層事務所地等) 0 0 0 5 0 0 0 5

小計 0 0 50 0 0 50

普通商業地区 A(高層事務所地等) 0 0 0 1 33 0 0 0 34

B(中層事務所地等) 0 0 0 1 50 3 2 0 56

C(低層店舗地等) 0 0 30 25 2 0 0 68

D(沿道サービ ス施設地等) 0 6 0 2 7 0 1 16

E(中高層店舗住宅併用地等) 0 0 1 9 30 1 0 0 41

F(中高層共同住宅地等) 0 0 0 0 1 0 0 0 1

G(低層住宅地等) 0 0 0 0 1 0 0 1

H(流通業務用地等) 0 0 0 6 7 0 0 1 14

小計 0 0 18 47 149 13 2 2 231

併用住宅地区 A(高層事務所地等) 0 0 0 1 0 0 0 1

B(中層事務所地等) 0 0 8 9 3 0 20

C(低層店舗地等) 14 8 118 98 22 15 5 280

D(沿道サービス施設地等) 0 0 9 3 2 14 0 0 28

E(中高層店舗住宅併用地等) 0 5 22 0 1 0 50

F(中高層共同住宅地等) 0 3 2 1 0 0 6

G(低層住宅地等) 1 5 10 6 2 0 34

H(流通業務用地等) 0 0 2 0 1 3 0 6

0 0 0 0 0 1 0 0 1

小計 15 13 156 144 47 43 8 0 426

高級住宅地区 E(中高層店舗住宅併用地等) 0 0 1 0 0 0 0 0 1

F(中高層共同住宅地等) 2 0 0 0 0 2

G(低層住宅地等) 2 4 0 0 0 6

小計 2 0 7 0 0 0 0 0 9

普通住宅地区 B(中層事務所地等) 0 0 2 0 0 0 3

C(低層店舗地等) 2 0 23 6 4 0 36

D(沿道サービス施設地等) 2 1 3 1 0 0 0 8

E(中高層店舗住宅併用地等) 0 4 1 0 0 7

F(中高層共同住宅地等) 1 5 2 2 0 0 22

G(低層住宅地等) 552 140 558 51 27 22 10 4 1,364

0 0 0 0 0

小計 557 147 598 66 34 23 5 1,441

大工場地区 0 0 0 4 5 10

小計 0 0 0 0 0 4 5 10

中小工場地区 C(低層店舗地等) 0 0 0 0 0 0

1

D(沿道サービス施設地等) 0 0 0 0 0 2 0 13 15

F(中高層共同住宅地等) 0 0 0 0 0

1

0

1

G(低層住宅地等) 0 0 0 2 2 0 4

H(流通業務用地等) 0 0 0 0 3 0 8

0 2 0 0 2 5 18 27

小計

00

2 0 0 9 9 39 59

574 160 782 257 29 88 34 2,237

－用途地域(中 都市)－

用途地区 標準的使用 1住 専 2住 専 住 居 近 商 商 業 準 工 工 業 工 専 総計

繁華街 B(中層 事務所地等) 0 0 0 0 4 0 0 0 4

小計 0 0 0 0 4 0 0 0 4

高度商業地区 A(高層 事務所地等) 0 0 0 0 7 0 0 0 7

B(中層 事務所地等) 0 0 0 0 3 0 0 0 3

小計 0 0 0 0 10 0 0 0 10

普通商業地区 B(中層 事務所地等) 0 0 0 3 20 1 0 0 24

C(低層 店舗地等) 0 0 0 12 20 0 0 32

D(沿 道サービス施設地等) 0 0 0 1 0 0 0 0 1

E(高層 店舗住宅併用 地等) 0 0 0 0 3 0 0 0 3

H(流 通業務用地等) 0 0 0 0 1 0 0 0 1

小計 0 0 0 16 44 1 0 0 61

併用住宅地区 B(中層 事務所地等) 0 0 0 0 1 0 0 0 1

C(低層 店舗地等) 2 8 42 25 13 3 0 93

小計 2 8 42 25 14 3 0 0 94

高級住宅地区G (低層住宅地等) 0 0 1 0 0 0 0 0

小計 0 0 1 0 0 0 0 0 1

普通住宅地区G (低層住宅地等) 117 50 121 10 6 9 0 0 313

小計 117 50 121 10 6 9 0 0 313

大工場地区 I(工場地等) 0 0 0 0 0 2 4 12 18

小計 0 0 0 0 0 2 4 12 18

中小工場地区 H(流 通業務用地等) 0 0 1 0 0 15 0 0 16

I(工場地等) 0 0 0 0 0 1 1 2

小計 0 0 1 0 0 15 1 1 18

合計 11 9 58 165 51 78 30 5 13 519

－44－
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－容積率(大 都市)－
用途地区 標準的使用 100%以 下 200% 300% 400% 500% 600% 600%超 総計
繁華街 B(中層事務所地等) 0 0 1 8 1 10

C(低層店舗地等) 0 0 1 0 1
小計 0 0 1 9 1 11

高度商業地区A(高層事務所地等) 0 0 0 0 13 27 5 45

B(中層事務所地等) 0 0 0 0 3 2 0 5
小計 0 0 0 0 16 29 5 50

普通商業地区 A(高層事務所地等) 0 0 1 9 21 2 1 34

B(中層事務所地等) 0 5 1 15 28 6 1 56

C(低層店舗地等)) 0 14 29 21 4 0 0 68

D(沿道サー ビス施設地等) 0 14 0 2 0 0 0 16

E(中高層店舗住宅併用地等) 0 2 9 13 17 0 0 41

F(中高層共同住宅地等) 0 0 0 0 1 0 0 1

G(低層住宅地等) 0 0 0 1 0 0 0 1

0 1 6 7 0 0 0 14
小計 0 36 46 68 71 8 2 231

併用住宅地区 A(高層事務所地等) 0 0 0 1 0 0 0 1
B(中層事務所地等) 0 8 9 1 2 0 0 20
C(低層店舗地等) 14 153 91 22 0 0 0 280
D(沿道サービス施設地等) 0 24 2 2 0 0 0 28

E(中高層店舗住宅併用地等) 0 17 22 9 2 0 0 50

F(中高層共同住宅地等) 0 3 2 1 0 0 6
G(低層住宅地等) 1 17 10 6 0 0 0 34
H(流通業務用地等) 0 5 0 1 0 0 6

0 1 0 0 0 1
小計 15 228 136 43 4 0 0 426

高級住宅地区 E(中高層店舗住宅併用地等) 1 0 0 0 0 1
F(中高層共同住宅地等) 0 2 0 0 0 0 0 2
G(低層住宅地等) 2 4 0 0 0 0 0 6

小計 2 7 0 0 0 0 0 9

普通住宅地区 B(中層事務所地等) 0 2 1 0 0 0 0 3
C(低層店舗地等) 2 25 5 3 1 0 0 36
D(沿道サービス施設地等) 2 5 1 0 0 0 0 8
E(中高層店舗住宅併用地等) 0 2 4 1 0 0 0 7
F(中高層共同住宅地等) 1 17 2 2 0 0 0 22
G(低層住宅地等) 552 734 50 28 0 1,364
H(流通業務用地等) 0 1 0 0 1

小計 557 786 63 34 1 0 0 1,441
大工場地区 0 0 0 0 0 0 10
小計 0 10 0 0 0 0 0 10

中小工場地区 C(低層店舗地等) 1 0 0 0 0 0 1
D(沿道サービス施設地等) 15 0 0 0 0 15
F(中高層共同住宅地等) 0 1 0 0 0 0 1
G(低層住宅地等) 0 4 0 0 0 0 0 4
H(流通業務用地等) 0 0 11

0 27 0 27
小計 0 59 0 0 0 0 59
合計 574 1,126 245 145 93 46 8 2,237

－容積率(中 都市)－
用途地区 標準的使用 100%以 下 200% 300% 400% 500% 600% 600%超 総計
繁華街 B(中層 事務所 地等) 0 0 4 0 0 0 4

小計 0 0 0 4 0 0 0 4

高度商業地区A (高層事務所地等) 0 2 5 0 7

B(中層事務所地等) 0 0 0 2 0 3
小計 0 0 0 0 3 7 0 10

普通商業地区 B(中層事務所地等) 0 3 1 9 11 0 0 24
C(低層 店舗地等) 0 13 0 15 4 0 0 32
D(沿 道サー ビス施設 地等) 0 1 0 0 0 0 0 1
E(中 高層店舗住宅併用 地等) 0 0 0 2 1 0 0 3
H(流 通業務 用地等) 0 0 0 1 0 0 0 1

小計 0 17 1 27 16 0 0 61

併用住宅地 区B(中層 事務所地等) 0 0 0 1 0 0 1

C(低層 店舗地等) 2 78 0 13 0 0 0 93
小計 2 78 0 14 0 0 0 94

高級住宅地区G (低層住 宅地等) 0 1 0 0 0 0 1
小計 0 0 0 0 0 0 1

普通住宅地区G (低層住宅地等) 117 190 0 6 0 0 0 313
小計 117 190 0 6 0 0 313
大工場地区 I(工場地等) 0 18 0 0 0 0 0 18
小計 18 0 0 0 0 0 18

中小工場地区 H(流 通業務用地等) 0 16 0 0 0 0 0 16

I(工場地等) 0 2 0 0 0 0 2
小計 0 18 0 0 0 0 18

合計 119 322 1 51 19 7 0 519

－ 45－



－画地規模(大 都市)－

用途地区 200㎡以 下 300㎡以 下 500㎡以 下 1, 000㎡ 以下3,000㎡ 以 下9,000㎡以下 10ha以 下 10ha超 合計
繁華街 1 8 1 0 0 10

C(低層店舗地等) 0 1 0 0 0 00 0 1
小計 0 2 8 0 1 0 00 0 1
高度商業地区A(高層事務所地等) 0 2 3 14 24 2 00 0 45

B(中層事務所地等) 0 3 2 0 0 00 0 5
小計 0 2 6 16 24 2 00 0 50
普通商業地区A(高層事務所地等) 0 3 7 14 9 1 00 0 34

B(中層事務所地等) 1 14 2 1 7 1 00 0 56
C(低層店舗地等) 3 21 20 8 10 4 20 0 68

D(沿道サービス施設地等) 0 2 2 4 6 2 00 0 16

E(中高層店舗住宅併用地等) 3 10 2 6 0 00 0 41
F(中高層共同住宅地等) 0 0 0 0 00 1

G(低層住宅地等) 1 0 0 0 0 00 0 1
H(流通業務用地等) 0 1 0 5 5 3 0 0 14

小計 45 6 64 43 1 20 0 231
併用住宅地区A(高層事務所地等) 0 0 0 0 0 00 1

B(中層事務所地等) 0 6 8 2 0 00 20

C(低層店舗地等) 6 91 110 39 27 20 0 280
D(沿道サービス施設地等) 2 2 6 5 6 00 0 28

0 14 24 8 4 0 00 0 50
0 0 2 0 4 0 00 0 6

G(低層住宅地等) 14 13 4 2 0 00 34

H(流通業務用地等) 0 0 0 3 3 0 00 0 6
0 0 0 0 0 00

小計 9 127 163 64 49 12 20 0 426

高級住宅地区E(中高層店舗住宅併用地等) 0 0 0 0 1 0 00 0

0 0 0 1 0 00 0 2

G(低層住宅地等) 0 0 3 0 2 0 6
小計 0 3 2 2 2 00 0 9

普通住宅地区 0 0 0 0 0 3

C(低層店舗地等) 12 10 7 4 2 00 0 36
D(沿道サービス施設地等) 0 0 2 0 2 20 0 8

E(中高層店舗住宅併用地等) 0 3 0 0 00 0
F(中高層共同住宅地等) 0 3 8 4 3 30 0 22

G(低層住宅地等) 23 475 710 123 22 0 0 1,364
H(流通業務用地等) 0 1 0 0 0 0 00 0

小計 24 494 734 136 30 16 0 0 144

大工場地区 0 0 0 0 0 26 10

小計 0 0 0 0 0 26 10

中小工場地区C(低層店舗地等) 0 0 0 0 00 0

D(沿道サービス施設地等) 0 0 9 0 15

F(中高層共同住宅地等) 0 0 0 00 0

G(低層住宅地等) 0 0 2 0 00 0 4

H(流通業務用地等) 0 0 0 4 00 0

0 0 29 8 4 0 27

小計 0 0 2 917 24 4 0 59

合計 38 670 977 29 166 68 1610 2,237

－画地規模(中 都市)－

用途地区 標準使用 100㎡ 以 下 200㎡ 以下 300㎡ 以下 500㎡ 以下1,000㎡ 以下3,000㎡ 以下9,000㎡ 以下 10ha以 下 10ha超

B(中層事務所地等) 0 0 3 0 1 0 0 0 4

小計 0 0 3 0 1 0 0 0 4

0 1 0 3 1 1 0 0 7
B(中層事務所地等) 0 2 0 0 0 1 0 0 3

小計 0 3 1 0 3 2 1 0 0 10

B(中層事務所地等) 0 5 4 7 5 2 0 0 24
C(低層店舗地等) 0 16 6 6 4 0 0 0 0 32

0 0 0 0 1 0 0 0 0

E(中高層店舗住宅併用地等) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
H(流通業務用地等) 0 0 0 0 1 0 0 0

小計 0 10 15 12 2 0 0 61

B(中層事務所地等) 0 0 0 0 0 0 0 0
C(低層店舗地等) 0 16 41 2 0 0 0 0 93

小計 0 16 41 25 12 0 0 0 94

G(低層住宅地等) 0 0 1 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 1 0 0 0 0

G(低層住宅地等) 0 98 94 0 0 0 0 313

小計 0 98 94 0 0 0 0 0 313

0 0 0 0 0 3 6 9 0 18

小計 0 0 0 0 3 6 9 0 18

0 0 1 0 4 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 20 0 2

小計 0 0 1 0 4 20 18

合計 0 138 135 39 910 0 519

－46－
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－間口(大 都市)－

用途地区 10m以 下 20m以 下 30m以 下 40m以 下 50m以 下 100m以 下 200m以 下 200m超

繁華街 B(中層事務所地等) 6 4 0 0 0 0 0 0 10

C(低層店舗地等) 1 0 0 0 0 0 0 1

小計 6 5 0 0 0 0 0 0

高度商業地区A(高層事務所地等) 4 37 4 0 0 0 0 45

B(中層事務所地等) 1 4 0 0 0 0 0 0 5

小計 5 41 4 0 0 0 0 50

普通商業地区 A(高層事務所地等) 3 27 3 0 0 1 0 0 34

B(中層事務所地等) 15 35 5 0 1 0 0 56

C(低層店舗地等) 25 28 7 4 0 3 1 68

D(沿道サー ビス施設地等) 1 4 0 0 0 0 0 16

6 34 1 0 0 0 0 0 41

F(中高層共同住宅地等) 0 1 0 0 0 0 0 0 1

G(低層住宅地等) 1 0 0 0 0 0 0 1

H(流通業務用地等) 0 6 7 1 0 0 14
小計 51 142 27 5 1 4 1 0 231

併用住宅地区A(高層事務所地等) 1 0 0 0 0 0 1

B(中層事務所地等) 5 14 1 0 0 0 0 0 20
C(低層店舗地等) 60 191 18 5 4 2 0 0 280

D(沿道サービス施設地等) 1 14 5 6 2 0 0 0 28

E(中高層店舗住宅併用地等) 10 38 2 0 0 0 0 50

F(中高層共同住宅地等) 0 4 1 1 0 0 0 6

G(低層住宅地等) 5 25 4 0 0 0 0 0 34

H(流通業務用地等) 0 4 1 1 0 0 0 6

0 0 1 0 0 0 0 0 1

小計 81 291 33 13 6 2 0 426

1 0 0 0 0 1

F(中高層共同住宅地等) 0 2 0 0 0 2

0 4 0 1 1 0 0 6
小計 0 7 0 1 1 0 0 0 9

0 0 0 2 0 0 1 0 3

5 25 4 0 2 0 0 36

D(沿道サービス施設地等) 3 1 0 2 2 0 0 8

4 3 0 0 0 0 7
F(中高層共同住宅地等) 1 13 3 1 1 3 0 0 22

120 1,207 24 8 4 1 0 0 1,364
H(流通業務用地等) 0 1 0 0 0 0 1

小計 130 1,252 32 9 6 1 1,441

0 0 0 0 1 3 5 1 10

小計 0 0

00

1 3 5 1 10

0 0 1 0 0 0 0

D(沿道サービス施設地等) 0 2 7 1 2 3 0 15
F(中高層共同住宅地等) 0 1 0

0 3 1 0 0 0 0 4
H(流通業務用地等) 1 8 2 0 0

0 7 7 4 3 4 2 0 27
小計 13 25 7 5 7 2 59

273 1,751 121 37 23 22 9 1 2,237

－間口(中 都市)－

用途地区 標準的使用 10m以 下 20m以 下 30m以 下 40m以 下 50m以 下 100m以下 200m以下 200m超 総計
繁華街 B(中 層事務所地等) 1 2 1 0 0 0 4
小計 1 2 1 0 0 0 0 4

高度 業地区A 4 0 0 0 7
B(中 層事務所 地等) 1 1 1 0 0 0 3

小計 1 5 1 1 1 0 10

普通 業地区 B(中 層事務所地等) 6 12 3 1 0 0 1 24

C(低 層店舗地等) 16 16 0 0 0 0 32
D(沿 道サービス施設地等) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
E(中 高層店舗住宅併用地等) 0 3 0 0 0 0 0 3
H(流 通業務用地等) 1 0 0 0 0 1

小計 22 31 5 1 1 0 1 61

併用住宅地区 B(中 層事務所地等) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C(低 層店舗地等) 13 73 6 0 1 0 0 0 93

小計 13 74 6 0 1 0 0 0 94
高級住宅地区G 1 0 0 0 0 0 1

小計 0 1 0 0 0 0 1

普通住宅地区 G(低層住 宅地等) 2 311 0 0 0 0 313
小計 2 311 0 0 0 313
大工場地区 I(工場地等) 0 0 1 2 1 7 4 3 18
小計 0 1 2 1 7 4 3 18

小工場地区 H(流 通業務用地等) 0 7 1 7 1 0 0 0 16

I(工場地等) 0 0 1 1 0 0 2
小計 0 7 1 7 2 0 0 18

合計 39 431 15 6 9 4 4 519

－47－
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－奥行(大 都市)－

10m以 下 20m以 下 30m以 下 40m以 下 50m以 下 100m以 下 200m以 下 200m超
繁華街 B(中層事務所地等) 4 5 0 0 0 0 10

1 0 0 0 0
小計 1 4 5 0 0 0

0

0 6 33 5 0 0 0 45
0 2 3 0 0 0 0 0 5

小計 0 8 36 5 0 0 50

1 9 18 5 0 0 34
1 32 21 2 0 56
2 40 16 6 3 1 0 0 68

D(沿道サー ビス施設地等) 0 4 9 3 0 0 0 16
1 13 22 4 1 0 0 41

F(中高層共同住宅地等) 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0

0 2 6 3 2 1 0 0 14
小計 5 102 92 23 7 2 0 0 231

0 1 0 0 0 0 0
B(中層事務所地等) 0 12 8 0 0 0 0 0 20

6 214 48 5 4 3 0 0 280
D(沿道サービス施設地等)1 12 5 7 0 1 0 2 28

35 3 0 0 0 50
F(中高層共同住宅地等) 0 3 1 1 0 6

28 3 2 0 0 0 0 34
0 2 3 0 1 0 6
0 0 0 0 0 0 0 1

小計 9 305 82 18 6 4 0 2 426

1 0 0 0 0 0 1
F(中高層共同住宅地等) 0 0 2 0 0 0 0 0 2

2 3 1 0 0 0 0 6
小計 0 2 6 1 0 0 0 9

0 0 1 1 0 1 0 0 3

5 24 5 2 0 0 0 0 36
D(沿道サービス施設地等) 0 2 2 1 1 2 0 0 8

6 1 0 0 0 0 0 7
F(中高層共同住宅地等) 0 12 7 1 0 2 0 22

37 1,222 93 5 5 2 0 1,364
H(流通業務用地等) 1 0 0 0 0 0 0 1

小計 42 1,267 109 10 6 7 0 0 1,441
大工場地区 0 0 0 0 0 3 3 4 10
小計 0 0 0 0 3 3 4 10

0 0 0 0 0 0 0 1
D(沿道サービス施設地等) 5 1 3 5 1 0 0 15
F(中高層共同住宅地等) 0 0 1 0 0 1

0 2 1 1 0 4
H(流通業務用地等) 0 0 5 4 2 0 0

3 6 8 2 6 2 0 27
小計 0 10 13 16 10 8 2 59

57 1,698 343 73 30 25 5 6 2,237

－奥行(中 都市)－

用途地区 標準的使用 10m以 下 20m以 下 30m以 下 40m以 下 50m以 下 100m以下 200m以下 200m超 総計
繁華街 B(中 層事務所地等) 2 0 1 1 0 0 4

小計 2 0 1 1 0 4

0 3 1 1 1 1 0 0 7
B(中 層事務所地等) 0 2 0 1 0 0 0 3

小計 0 5 1 1 2 1 0 0 10

普通商業地区 B(中 層事務所 地等) 0 10 8 1 3 1 0 1 24
C(低層店 舗地等) 1 13 13 4 1 0 0 32
D(沿 道サー ビス施設地等) 0 1 0 0 0 0 0 1
E(中 高層店舗住宅併用地等) 0 0 1 2 0 0 0 3
H(流 通業務用地等) 0 0 1 0 0 0 0 1

小計 1 24 22 8 4 1 0 1 61

併用 主宅地区 B(中 層事務所地等) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C(低層 店舗地等) 0 55 27 7 3 1 0 0 93

小計 0 55 27 7 4 1 0 0 94

高級住宅地区 G(低 層住宅地等) 0 1 0 0 0 0 0 1

小計 1 0 0 0 0 0 1

)

1 290 22 0 0 0 0 313

小計 1 290 22 0 0 0 313

大工場地区 I(工場地等) 0 0 0 0 3 7 5 3 18

小計 0 0 0 0 3 7 5 3 18

中小工場地区 H(流 通業務用地等) 0 2 5 4 5 0 16
I(工場地等) 0 0 0 0 1 1 0 2

小計 0 2 5 4 6 1 0 18

合計 2 378 78 21 20 11 5 4 519

－48－

用途地区 標準的使用
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－接面関係<標 準画地>(大 都市)－

繁華街 10 0 0 10

0 1

小計 0 0 11

高度商業地区 45 0 0 45

5 0 0 5

小計 50 0 0 50

普通商業地 A(高層事務所地等) 34 0 0 34

B(中層事務所地等) 55 0 1 56

C(低層店舗地等) 63 2 3 68

D(沿道サ ー ビ ス施設地等) 16 0 0 16

41 0 0 41

F(中高層共同住宅地等) 1 0 0 1

G(低層住宅地等) 1 0 1

H(流通業務用地等) 10 4 14

小計 221 2 8 231

併用住宅地区 A(高層事務所地等) 1 0 0 1

B(中層事務所地等) 20 0 0 20

276 4 0 280

D(沿道サービス施設地等) 25 1 2 28

49 1 0 50

F(中高層共同住宅地等) 6 0 0 6

34 0 0 34

H(流通業務用地等) 6 0 0 6

1 0 0 1

小計 418 6 2 426

高級住宅地区 1 0 0 1

F(中高層共同住宅地等) 2 0 2

6 0 0 6

小計 9 0 0 9

普通住宅地区 B(中層事務所地等) 3 0 0 3

C(低層店舗地等) 35 1 0 36

D(沿道サービス施設地等) 8 0 0 8

7 0 0 7

F(中高層共同住宅地等) 21 1 0 22

1,355 9 0 1,364

H(流通業務用地等) 1 0 0 1

小計 1,430 0 1,441

10 0 0 10

小計 10 0 0 10

中小工場地区 C(低層店舗地等) 1 0 0 1

D(沿道サービス施設地等) 15 0 0 15

F(中高層共同住宅地等) 1 0 0 1

4 0 4

0 0

26 1 0 27

小計 58 1 0 59

2,207 20 10 2,237

－49－

用途地区 標準的便用
B(中 層事務所地 等)

C(低 層店舗 地等)

A(高 層事務所地等)

中間画地

1

11

角地

0

二方路地 総計

B(中 層事務所地等)

E(中 高層店舗住宅併用地等

0

0

C(低 層店舗地等)

E(中 高層店舗住宅併用地等

G(低 層住宅地等)

I(工 場地等)

E(中 高層店舗住宅併 用地等

0

G(低 層住宅地等)

E(中 高層店舗住宅併用地等

G(低 層住宅地等)

11

大工場地区

G(低 層住宅地等)

H(流 通業務用地等) 11

0

11

合計

I(工 場地等)

I(工 場地等)



－接面関係<対 象地>(大 都市)－

繁華街 B(中層事務所地等) 10 0 0 0 0 10

1 0 0 1
小計 11 0 0 0 0

高度商業地区 A(高層事務所地等) 35 4 4 1 1 45
B(中層事務所地等) 5 0 0 0 0 5

小計 40 4 4 1 1 50

普通商業地区 A(高層事務所地等) 32 2 0 0 0 34
B(中層事務所地等) 48 7 1 0 0 56

49 12 3 2 2 68

12 4 0 0 0 16
E(中高層店舗住宅併用地等 39 2 0 0 0 41
F(中高層共同住宅地等) 1 0 0 0 1
G(低層住宅地等) 1 0 0 0 0 1
H(流通業務用地等) 9 0 5 0 0 14

小計 191 27 9 2 2 231

併用住宅地区 A(高層事務所地等) 1 0 0 0 0 1
B(中層事務所地等) 18 0 2 0 0 20

228 33 15 4 0 280
D(沿道サービス施設地等) 21 4 2 0 1 28

E(中高層店舗住宅併用地等 40 8 2 0 0 50
F(中高層共同住宅地等) 6 0 0 0 6

31 2 1 0 0 34
H(流通業務用地等) 6 0 0 0 0 6

1 0 0 0 0 1
小計 352 47 22 4 1 426

高級住宅地区 E(中高層店舗住宅併用地等 1 0 0 0 0 1
F(中高層共同住宅地等) 2 0 0 0 0 2
G(低層住宅地等) 5 1 0 0 0 6

小計 8 1 0 0 0 9

普通住宅地区 B(中層事務所地等) 1 0 0 1 1 3

27 7 1 1 0 36

D(沿道サービス施設地等) 3 2 0 2 1 8
E(中高層店舗住宅併用地等 5 2 0 0 0 7
F(中高層共同住宅地等) 15 5 0 1 1 22

G(低層住宅地等) 1,279 65 16 4 0 1,364

1 0 0 0 0 1
小計 1,331 81 17 9 3 1,441

6 2 0 2 0 10
小計 6 2 2 0 10

中小工場地区 1 0 0 0 1
D(沿道サービス施設地等) 15 0 0 15

F(中高層共同住宅地等) 1 0 0 0 1

G(低層住宅地等) 4 0 0 4
H(流通業務用地等) 0 0 0 0

26 0 0 1 0 27

小計 58 0 0 1 0 59

1,997 162 52 19 7 2,237

－50－

用途地区 標準的使用 中間画地 角地 二方路地 三方路地 四方路地

C(低 層店舗地等) 0 0

1

C(低 層店舗地等)

0

C(低 層店舗地等)

0

G(低 層住 宅地等)

I(工 場地等)

C(低 層店舗地等)

大工場地区
0

C低 層-店舗地等) 0

0 0

0

1

0 0

1

合計

総計

I(工 場 地等)

D(沿 道サー ビス施設地等)

H(流 通業務用地等)

I(工 場 地等)




